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二
二
六

二
二
六

一
九
六
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
楢
崎
弥
之
助
の
国
会
質
問
（
四
）

│
│
第
四
三
回
国
会
を
対
象
と
し
て
│
│

篠　
　

原　
　
　
　
　

新*

第
一
節

は

じ

め

に

本
稿
で
は
前
稿（1
）に
引
き
続
き
、
楢
崎
弥
之
助
が
第
四
三
回
国
会
で
行
っ
た
質
問
に
つ
い
て
、
楢
崎
の
国
会
質
問
用
ノ
ー
ト
と
国
会
会
議
録
等

を
比
較
す
る
形
で
検
証
す
る（2
）。
な
お
、
本
稿
で
は
、
紙
幅
の
関
係
上
、
第
四
三
回
国
会
の
会
期
前
半
（
一
九
六
三
年
三
月
末
ま
で
）
を
対
象
と

す
る
。
前
稿
で
も
記
し
た
よ
う
に
、
楢
崎
は
、
大
臣
や
官
僚
等
と
の
直
接
の
や
り
取
り
が
行
わ
れ
な
い
本
会
議
や
公
聴
会
で
の
質
問
、
ま
た
、
事

故
や
災
害
等
の
突
発
的
事
象
が
発
生
し
、
他
の
社
会
党
議
員
等
の
質
問
に
割
り
込
ま
せ
て
も
ら
う
関
連
質
問
な
ど
に
は
計
画
を
作
成
し
て
い
な

い
場
合
が
多
い
。
そ
の
ほ
か
、
資
料
や
デ
ー
タ
を
要
求
す
る
質
問
な
ど
で
も
計
画
を
作
っ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
実

際
の
議
論
の
概
要
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。
本
稿
で
用
い
た
楢
崎
の
国
会
質
問
用
ノ
ー
ト
（
楢
崎
ノ
ー
ト
（
一
九
六
二-

一
））
は
、
前
稿
で
参

照
し
た
ノ
ー
ト
と
同
じ
で
あ
り
、
九
州
大
学
大
学
文
書
館
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る（3
）。
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二
二
五

二
二
五

第
二
節

第
四
三
回
国
会
（
前
半
）
で
の
国
会
質
問

（
一
）
一
九
六
三
年
二
月
一
三
日

農
林
水
産
委
員
会
（
沿
岸
漁
業
構
造
改
善
事
業
に
つ
い
て
）

一
九
六
二
年
一
二
月
二
四
日
を
招
集
日
と
す
る
第
四
三
回
国
会
（
常
会
）
で
、
楢
崎
は
主
に
農
林
水
産
委
員
会
で
質
問
を
行
っ
て
い
る
。
一

九
六
三
年
二
月
一
三
日
と
翌
日
の
質
問
で
は
、
事
前
に
計
画
を
立
て
て
お
ら
ず
、
今
後
の
質
問
の
た
め
に
資
料
や
デ
ー
タ
を
政
府
に
要
求
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
実
際
の
議
論
を
み
て
い
き
た
い
。

こ
の
日
の
委
員
会
で
は
、
農
林
漁
業
金
融
公
庫
法
改
正
案
と
農
業
近
代
化
資
金
助
成
法
改
正
案
が
議
題
と
な
っ
て
い
た
。
最
初
の
質
問
者
と

な
っ
た
楢
崎
は
ま
ず
、
毎
年
、
政
府
が
増
資
す
る
た
び
に
出
資
金
の
額
を
農
林
漁
業
金
融
公
庫
法
改
正
案
の
第
四
条
を
改
正
す
る
形
で
規
定
し

て
い
く
や
り
方
に
は
問
題
が
あ
る
と
指
摘
し
た（4
）。
ま
た
、
第
一
条
の
「
目
的
」
で
農
林
漁
業
金
融
公
庫
以
外
の
金
融
機
関
か
ら
借
り
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
に
そ
の
使
命
を
果
た
す
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
他
の
金
融
機
関
で
も
同
様
の
条
件
で
貸
さ
れ
て
い
る
も
の
が
で
て
き
て
い

る
の
で
、
こ
れ
も
問
題
で
あ
る
と
指
摘
し
た（5
）。
こ
れ
に
対
し
、
松
岡
亮
政
府
委
員
（
農
林
経
済
局
長
）
は
、
前
者
に
つ
い
て
、
た
し
か
に
煩
瑣

で
あ
る
が
現
状
は
こ
の
方
式
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
貸
付
条
件
等
を
み
る
と
農
林
漁
業
金
融
公
庫
に
よ
る
融
資
と

の
実
質
的
な
重
複
は
な
い
と
考
え
て
い
る
と
答
え
た（6
）。

そ
の
後
、
楢
崎
は
、
今
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
沿
岸
漁
業
等
振
興
法
案
や
漁
港
法
改
正
案
に
関
連
す
る
こ
と
と
し
て
、
沿
岸
漁
業
構
造
改

善
事
業
に
つ
い
て
の
質
問
に
進
ん
だ
。
こ
れ
は
、
都
道
府
県
知
事
が
策
定
し
た
沿
岸
漁
業
の
事
業
計
画
を
国
が
評
価
し
、
そ
の
評
価
に
応
じ
て

国
や
都
道
府
県
が
補
助
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た（7
）。
楢
崎
は
、
こ
の
事
業
で
使
わ
れ
る
沿
岸
漁
業
構
造
改
善
資
金
が
出
さ
れ
る
法
的
根
拠

を
尋
ね
た（8
）。
松
岡
政
府
委
員
は
「
こ
れ
は
農
業
構
造
改
善
と
同
様
に
、
特
に
そ
の
事
業
の
た
め
の
根
拠
と
な
る
法
規
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
述
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二
二
四

二
二
四

べ
、
法
的
根
拠
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た（9
）。
ま
た
、
沿
岸
漁
業
等
振
興
法
が
成
立
す
れ
ば
、
そ
の
裏
付
け
の
政
策
と
し
て
こ
の
事
業
を
推

進
し
て
い
き
た
い
旨
を
述
べ
た（10
）。
楢
崎
は
法
的
根
拠
も
な
く
、
こ
の
事
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
批
判
し
、「
大
体
こ
の
構
造
改
善
事
業
の
全
貌

を
こ
こ
へ
資
料
と
し
て
出
す
く
ら
い
の
あ
れ
で
な
け
れ
ば
審
議
さ
れ
ぬ
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
資
金
的
に
も
、
あ
る
い
は
い
ろ
い
ろ
な
計
画
が
あ

る
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
を
出
し
て
い
た
だ
か
ぬ
と
審
議
の
し
よ
う
が
な
い
と
思
う
の
で
す
が
ど
う
で
し
ょ
う
か
」
と
資
料
提
出

を
要
求
し
た（11
）。
中
野
和
仁
説
明
員
（
水
産
庁
漁
政
部
協
同
組
合
課
長
）
は
、
本
事
業
の
概
要
と
し
て
、
補
助
事
業
と
融
資
事
業
の
二
つ
に
分
け

ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
前
者
は
経
営
近
代
化
事
業
と
漁
場
造
成
事
業
に
大
別
で
き
る
と
述
べ
た
上
で
、
昭
和
三
七
年
度
に
は
五
つ
の
地
域
（
宮
城

県
、
愛
知
県
、
山
口
県
、
長
崎
県
、
京
都
府
）
で
実
施
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
三
八
年
度
に
は
八
つ
の
地
域
（
岩
手
県
、
秋
田
県
、
千
葉
県
、
静

岡
県
、
三
重
県
、
兵
庫
県
、
和
歌
山
県
、
広
島
県
）
で
実
施
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た（12
）。
楢
崎
は
、
各
都
道
府
県
の
計
画
が
五
段

階
で
区
分
さ
れ
る
こ
と
に
ふ
れ
、
五
段
階
の
補
助
額
等
を
示
す
資
料
や
今
後
の
予
定
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
求
め
た（13
）。
中
野
説
明
員
は
、
各

都
道
府
県
の
計
画
を
Ａ
か
ら
Ｅ
の
五
つ
の
ラ
ン
ク
で
区
分
し
て
お
り
、
関
係
資
料
や
既
に
決
定
し
て
い
る
地
域
に
関
す
る
資
料
は
後
ほ
ど
提
出

す
る
旨
を
伝
え
た（14
）。
最
後
に
楢
崎
は
改
め
て
沿
岸
漁
業
構
造
改
善
事
業
の
全
貌
に
つ
い
て
資
料
を
提
出
す
る
よ
う
に
求
め
、
質
問
を
終
え
た（15
）。

以
上
の
よ
う
に
こ
の
日
の
質
問
は
、
漁
業
、
と
り
わ
け
沿
岸
漁
業
構
造
改
善
事
業
に
関
す
る
資
料
や
デ
ー
タ
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
明

ら
か
に
な
っ
た
事
実
等
は
な
か
っ
た
。

（
二
）
一
九
六
三
年
二
月
一
四
日

農
林
水
産
委
員
会
（
沿
岸
漁
業
構
造
改
善
事
業
に
つ
い
て
）

こ
の
日
の
委
員
会
で
楢
崎
は
、
政
府
か
ら
提
出
さ
れ
た
資
料
を
基
に
し
た
質
問
を
行
っ
た
。
楢
崎
は
ま
ず
、
沿
岸
漁
業
構
造
改
善
事
業
を
再

度
、
説
明
す
る
よ
う
に
求
め
た（16
）。
和
田
正
明
説
明
員
（
水
産
庁
漁
政
部
長
）
は
、
提
出
し
た
資
料
が
「
沿
岸
漁
業
構
造
改
善
の
促
進
対
策
要
綱
」
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二
二
三

二
二
三

で
あ
り
、
事
業
の
概
要
と
こ
れ
ま
で
の
状
況
を
説
明
し
た（17
）。
楢
崎
は
、
そ
の
説
明
と
資
料
で
は
前
日
に
質
問
し
て
い
た
各
地
区
を
五
段
階
に
分

け
る
こ
と
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
し
、
こ
の
点
の
説
明
を
求
め
た（18
）。
和
田
説
明
員
は
、
五
段
階
は
農
林
省
内
で
審
査

す
る
際
の
「
一
応
の
も
の
さ
し
」
で
あ
る
と
断
っ
た
上
で
、
以
下
の
三
つ
の
指
標
を
念
頭
に
審
査
し
て
い
る
旨
を
明
ら
か
に
し
た（19
）。
第
一
は
漁

業
者
数
や
経
営
体
の
数
な
ど
の
人
的
指
標
、
第
二
は
海
岸
延
長
線
の
長
さ
を
基
本
と
し
た
漁
場
の
指
標
、
第
三
は
沿
岸
の
漁
獲
金
額
を
主
と
し

た
流
通
の
指
標
で
あ
る
。
続
い
て
楢
崎
は
、
こ
れ
ら
の
指
標
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
た
各
段
階
に
お
け
る
補
助
額
と
段
階
毎
に
指
定
さ
れ
る
地

区
数
を
尋
ね
た
。
和
田
説
明
員
は
こ
れ
ら
を
具
体
的
な
数
値
を
挙
げ
な
が
ら
説
明
し
た
。
以
上
に
よ
り
、
審
査
指
標
と
補
助
額
、
指
定
さ
れ
る

地
区
数
等
が
明
ら
か
に
な
っ
た
た
め
、
楢
崎
は
、
こ
れ
ら
に
従
っ
た
場
合
、
長
崎
県
を
例
に
す
る
と
、
県
全
体
の
事
業
量
が
四
八
億
三
四
五
万

六
千
円
に
上
る
一
方
で
、
初
年
度
の
補
助
額
は
五
千
万
円
し
か
な
く
、
本
事
業
に
よ
る
補
助
金
が
「
…
ま
こ
と
に
み
み
っ
ち
い
補
助
額
」
に
な

る
と
批
判
し
た（20
）。
和
田
説
明
員
は
、
四
八
億
三
四
五
万
六
千
円
に
は
融
資
事
業
が
含
ま
れ
て
お
り
、
補
助
金
の
対
象
と
な
る
補
助
事
業
に
限
定

す
る
と
漁
場
造
成
改
良
事
業
で
四
億
六
千
万
円
、
経
営
近
代
化
促
進
対
策
事
業
で
六
億
三
千
六
百
万
円
に
な
る
と
補
足
し
た
。
し
か
し
、
楢
崎

は
そ
う
で
あ
っ
て
も
補
助
金
が
少
な
い
と
反
論
し
た（21
）。
そ
の
後
、
各
地
域
の
段
階
を
早
く
発
表
す
る
よ
う
に
要
求
し
て
質
問
を
終
え
た
。

こ
の
日
の
質
問
は
、
前
日
に
要
求
し
た
資
料
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
政
府
が
提
出
し
た
資
料
に
は
楢
崎
が
要
求
し
て
い
た
こ
と
の
全
て

が
示
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
た
め
、
政
府
側
は
口
頭
で
追
加
的
に
説
明
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
沿
岸
漁
業
構
造
改
善
事
業
の
審
査
指
標
や
補

助
額
等
が
明
ら
か
に
な
り
、
楢
崎
は
補
助
額
を
少
な
す
ぎ
る
と
批
判
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
以
上
の
議
論
に
は
発
展
せ
ず
、
対
応
策
が
検
討
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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二
二
二

二
二
二

（
三
）
一
九
六
三
年
二
月
一
八
日

外
務
委
員
会
（
李
ラ
イ
ン
と
日
韓
漁
業
交
渉
に
つ
い
て
）

・
楢
崎
の
計
画（22
）

楢
崎
は
外
務
委
員
会
で
、
当
時
、
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
た
李
（
承
晩
）
ラ
イ
ン
を
め
ぐ
る
日
韓
漁
業
交
渉
に
つ
い
て
質
問
す
る
こ
と
を

予
定
し
て
い
た（23
）。
日
本
側
は
李
ラ
イ
ン
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
が
、
日
本
の
漁
船
が
韓
国
側
に
拿
捕
さ
れ
る
な
ど
の
事
件
が
多
発
し
て
い
た
。
楢

崎
は
こ
う
し
た
問
題
を
追
及
す
る
べ
く
、
大
き
く
六
つ
の
項
目
か
ら
な
る
計
画
を
作
成
し
て
い
た
。
以
下
、
そ
の
概
要
を
示
し
た
い
。

第
一
は
、
安
全
操
業
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る（24
）。
ま
ず
、
本
年
二
月
七
日
の
予
算
委
員
会
で
横
路
節
雄
委
員
（
社
会
党
）
の
質
問
に
対
し
、
大

平
正
芳
外
務
大
臣
が
韓
国
の
設
定
し
た
四
〇
海
里
の
「
国
防
ラ
イ
ン
」
に
つ
い
て
、「
国
防
ラ
イ
ン
云
々
は
、
私
ど
も
関
知
し
な
い
の
で
ご
ざ
い

ま
す
。
韓
国
が
ど
う
い
う
範
囲
に
お
い
て
警
備
を
し
て
参
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
韓
国
の
き
め
る
問
題
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
日
韓
の
間
で
き
め

る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
と
心
得
て
お
り
ま
す
」
と
答
弁
し
た（25
）こ
と
の
意
味
を
質
す
こ
と
に
し
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、（
イ
）
一
国
の
国

防
、
安
全
問
題
は
そ
の
国
が
決
め
る
べ
き
も
の
で
、
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
と
は
別
の
次
元
だ
と
い
う
率
直
な
意
味
な
の
か
ど
う
か
、（
ロ
）
し

か
し
、
裏
を
返
せ
ば
、
韓
国
が
自
国
の
国
防
と
安
全
（
平
和
）
の
た
め
に
す
る
措
置
を
是
認
（
黙
認
）
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
さ
ら
に
進

ん
で
考
え
れ
ば
、
韓
国
の
安
全
と
国
防
に
ど
れ
だ
け
日
本
が
寄
与
（
協
力
）
す
る
か
と
い
う
問
題
を
孕
む
こ
と
に
な
ら
な
い
か
、
黙
認
、
も
し

く
は
、
無
視
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
韓
国
の
国
防
協
定
に
な
ら
な
い
か
を
問
う
予
定
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
公
海
で
の
安
全
操
業

が
何
ら
か
の
形
で
確
約
、
保
証
さ
れ
な
い
と
漁
業
条
約
交
渉
の
根
本
的
解
決
は
あ
り
え
な
い
と
思
う
が
、
そ
の
保
証
が
条
約
的
に
明
確
に
さ
れ

な
い
限
り
、
妥
結
・
調
印
は
し
な
い
と
確
約
出
来
る
か
、
ま
た
、
戸と

叶か
の

里
子
委
員
（
社
会
党
）
に
よ
る
外
務
委
員
会
で
の
質
問
（
一
九
六
二
年

九
月
二
日
）
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
竹
島
問
題
の
解
決
は
、
日
本
が
国
際
司
法
裁
判
所
に
提
訴
し
韓
国
が
応
訴
す
れ
ば
、
そ
れ
で
一
応

の
解
決
だ
と
す
る
大
平
外
務
大
臣
の
よ
う
な
考
え（26
）で
あ
れ
ば
、
漁
業
交
渉
の
場
合
も
署
名
・
調
印
は
先
に
延
ば
し
て
、
近
い
将
来
、
必
ず
漁
業
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二
二
一

二
二
一

協
定
を
締
結
す
る
と
い
う
合
意
に
達
し
た
と
い
う
く
ら
い
の
と
こ
ろ
で
、
漁
業
問
題
は
解
決
し
た
の
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
こ
と
は
絶

対
に
な
い
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
て
い
た（27
）。

第
二
は
自
主
規
制
問
題
で
あ
る（28
）。
本
年
二
月
七
日
の
予
算
委
員
会
に
お
け
る
横
路
委
員
の
質
問
に
対
し
、
大
平
外
務
大
臣
が
、
こ
の
問
題
は

一
切
、
専
門
的
な
問
題
で
あ
る
か
ら
、
今
、
専
門
家
の
間
で
討
議
が
行
わ
れ
て
い
る
と
答
弁
し
て
い
る（29
）が
、
こ
の
問
題
は
日
本
の
国
際
漁
業
全

般
に
影
響
を
持
ち
、
関
連
を
持
つ
重
大
な
原
則
（
方
針
）
で
あ
る
か
ら
、
単
に
専
門
家
に
任
せ
る
問
題
で
は
な
く
、
政
府
と
し
て
本
問
題
に
対

す
る
考
え
方
を
明
確
に
す
べ
き
と
指
摘
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
。
そ
の
上
で
、
日
ソ
漁
業
協
定
は
自
主
規
制
で
あ
り
、
日
米
加
漁
業
条
約
は
自

発
的
抑
止
で
あ
る
が
、
日
韓
漁
業
交
渉
で
は
自
主
規
制
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
調
整
区
域
が
そ
う
な
の
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ

と
に
し
て
い
た
。
な
お
楢
崎
は
、
自
主
規
制
問
題
は
一
九
五
一
年
の
国
連
国
際
法
委
員
会
で
問
題
に
な
り
、
一
九
五
八
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
会
議

に
引
き
継
が
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
考
え
方
の
基
礎
は
、
①
沿
岸
国
優
位
、
②
実
績
国
保
護
で
あ
り
、
従
っ
て
、
こ
の
経
緯
か
ら
見

れ
ば
韓
国
は
不
利
に
な
る
の
で
、
先
手
を
打
っ
て
李
ラ
イ
ン
を
設
置
し
た
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
、
李
ラ
イ
ン
設
置
の
妥
当
性
に
つ
い
て
、
韓

国
は
ま
ず
大
陸
棚
を
言
い
出
し
た
が
、
こ
れ
は
大
陸
棚
が
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
根
拠
に
な
ら
な
い
と
捉
え
て
い
た
。
そ
こ
で
韓
国
側
が
、
沿

岸
国
優
位
論
を
持
ち
出
し
た
が
、
そ
う
な
る
と
一
二
海
里
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
今
度
は
国
防
ラ
イ
ン
を
言
い
出
し
た
、
と
楢
崎
は
考
え

て
い
た
。

第
三
は
、
李
ラ
イ
ン
を
め
ぐ
っ
て
韓
国
側
に
拿
捕
さ
れ
た
日
本
漁
船
の
損
害
賠
償
問
題
と
漁
業
関
係
者
へ
の
損
失
補
償
問
題
で
あ
る
。
最
初

に
楢
崎
は
、
こ
の
損
害
賠
償
問
題
に
関
す
る
大
平
外
務
大
臣
の
答
弁
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
本
年
二
月
二
日
の

予
算
委
員
会
で
の
野
原
覺か

く

委
員
（
社
会
党
）
の
質
問
に
対
し
、
大
平
外
務
大
臣
は
、
本
問
題
は
漁
業
交
渉
の
一
環
と
し
て
漁
業
交
渉
を
通
じ
て

処
理
す
る
と
答
弁
し
て
い
た（30
）。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
の
一
九
六
二
年
九
月
二
日
の
外
務
委
員
会
で
の
戸
叶
委
員
の
質
問
に
対
し
て
、
大
平
外
務
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二
二
〇

二
二
〇

大
臣
は
、
こ
の
問
題
は
請
求
権
問
題
の
一
つ
だ
か
ら
請
求
権
問
題
交
渉
で
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
や
る
と
答
え
て
い
た（31
）。
そ
の
た
め
楢
崎

は
こ
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
こ
の
問
題
は
一
体
、
請
求
権
問
題
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
漁
業
交
渉
問
題
な
の
か
を
問
う
こ
と
に
し
て

お
り
、（
イ
）
請
求
権
問
題
な
ら
ば
既
に
合
意
に
達
し
て
い
る（32
）が
、
こ
の
問
題
も
従
っ
て
解
決
し
た
と
み
る
の
か
、（
ロ
）
漁
業
交
渉
問
題
で
あ

れ
ば
、
ど
う
い
う
形
の
交
渉
処
理
に
な
る
の
か
、
別
途
、
こ
の
た
め
の
協
定
を
す
る
の
か
を
尋
ね
る
予
定
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
拿
捕
漁
船
の
評

価
金
額
に
つ
い
て
、
本
年
二
月
二
日
の
予
算
委
員
会
で
の
野
原
委
員
の
質
問
に
、
そ
の
金
額
は
交
渉
中
で
言
え
な
い
と
大
平
外
務
大
臣
は
答
え

て
い
る（33
）が
、
そ
れ
以
前
の
一
九
六
二
年
九
月
二
日
の
外
務
委
員
会
で
の
戸
叶
委
員
の
質
問
に
対
し
、
伊
東
正
義
水
産
庁
長
官
が
金
額
を
答
え
て

い
る（34
）で
は
な
い
か
、
と
追
及
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
拿
捕
漁
船
の
損
害
賠
償
の
ほ
か
、
期
待
利
益
損
失
に
つ
い
て
は
ど
う
な
る
の
か
、
さ

ら
に
韓
国
に
は
損
害
賠
償
権
、
国
内
で
は
漁
業
関
係
者
へ
の
損
失
補
償
問
題
が
残
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
な
る
の
か
を
尋
ね
る
予
定
に
し
て
い
た
。

よ
り
具
体
的
に
は
損
失
補
償
の
範
囲
と
し
て
、
一
、
拿
捕
漁
船
、
船
具
、
漁
具
、
漁
獲
物
の
損
害
、
二
、
抑
留
漁
夫
の
得
べ
か
り
し
収
入
、
慰

謝
料
、
家
族
の
見
舞
金
、
三
、
不
法
な
李
ラ
イ
ン
に
入
れ
な
い
た
め
の
漁
場
喪
失
の
損
害
、
四
、
拿
捕
さ
れ
な
か
っ
た
ら
収
穫
が
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
期
待
利
益
（
予
見
可
能
性
利
益
）（
船
主
と
漁
夫
）
の
四
項
目
を
考
え
て
い
た（35
）。

第
四
は
、
南
北
朝
鮮
問
題
で
あ
る
。
日
韓
漁
業
協
定
と
北
鮮
と
の
関
係
は
ど
う
な
の
か
、
即
ち
、
北
鮮
沖
合
漁
業
に
つ
い
て
は
一
体
ど
う
な

る
の
か
、
ま
た
、
置
籍
船（36
）に
つ
い
て
、
南
鮮
の
分
は
言
い
分
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
元
山
、
そ
の
他
の
北
鮮
の
方
の
置
籍
船
は
ど
う
な
る

の
か
、
ど
こ
と
交
渉
す
る
の
か
、
日
本
に
持
っ
て
き
た
分
に
つ
い
て
、
南
と
北
で
ど
う
分
け
る
の
か
を
問
う
予
定
で
あ
っ
た
。

第
五
は
、
一
括
解
決
問
題
に
つ
い
て
で
あ
り
、
拿
捕
漁
船
返
還
等
す
べ
て
の
懸
案
事
項
が
解
決
し
て
初
め
て
一
括
解
決
に
な
る
の
か
ど
う
か

を
確
認
す
る
予
定
で
あ
っ
た（37
）。

第
六
は
、
合
弁
会
社
に
つ
い
て
で
あ
る（38
）。
民
間
経
済
協
力
一
億
ド
ル
問
題
と
関
連
し
て
、
こ
の
構
想
を
知
ら
な
い
と
言
う
な
ら
、
も
し
そ
の
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二
一
九

二
一
九

動
き
が
表
面
化
し
た
場
合
は
ど
う
い
う
指
導
を
す
る
の
か
、
国
交
正
常
化
前
で
も
作
ら
せ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
正
常
化
後
に
す
べ
き
と
思
う
か

を
問
う
予
定
で
あ
っ
た
。

・
実
際
の
議
論

最
初
に
楢
崎
は
池
田
勇
人
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
計
画
の
第
一
項
目
で
あ
る
安
全
操
業
問
題
に
沿
う
形
で
、
現
在
の
危
険
な
状
況
の
原
因

で
あ
る
李
ラ
イ
ン
を
認
め
な
い
立
場
で
安
全
操
業
の
確
約
が
協
定
的
に
明
確
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
漁
業
協
定
を
締
結
し
な
い
の
か
ど
う
か
を
尋

ね
た
。
池
田
総
理
大
臣
は
、「
新
し
い
漁
業
協
定
に
よ
り
ま
し
て
、
国
際
的
に
見
て
こ
れ
は
適
当
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
い
」

と
述
べ
た（39
）。
こ
れ
は
楢
崎
に
と
っ
て
不
明
確
な
答
弁
で
あ
り
、
再
度
同
じ
質
問
を
行
っ
た
。
し
か
し
池
田
総
理
大
臣
は
「
私
の
漁
業
に
関
す
る

考
え
方
は
、
や
っ
ぱ
り
国
際
的
に
納
得
の
い
く
よ
う
な
方
法
で
や
る
べ
き
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
」
と
答
え
、
明
確
な
態
度
を
示
さ
な
か
っ
た（40
）。

こ
こ
で
楢
崎
は
、
計
画
に
沿
っ
て
、
大
平
外
務
大
臣
が
本
年
二
月
七
日
の
予
算
委
員
会
で
韓
国
の
設
定
し
た
国
防
ラ
イ
ン
は
韓
国
の
問
題
だ
か

ら
交
渉
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
答
弁
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
現
実
に
は
、
李
ラ
イ
ン
が
漁
業
問
題
と
し
て
の
ラ
イ
ン

だ
け
で
な
く
、
韓
国
に
と
っ
て
の
国
防
ラ
イ
ン
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
国
防
ラ
イ
ン
の
問
題
を
交
渉
の
対
象
に
し
な
い
と
い
う
態

度
で
は
、
漁
業
交
渉
で
李
ラ
イ
ン
の
問
題
を
解
決
で
き
て
も
、
国
防
ラ
イ
ン
と
し
て
の
李
ラ
イ
ン
は
残
り
、
日
本
の
漁
船
は
危
険
な
状
況
に
置

か
れ
続
け
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
対
し
大
平
外
務
大
臣
は
、「
そ
う
い
う
公
海
に
お
き
ま
し
て
排
他
的
な
権
利
を
行
使
す
る
と

い
う
こ
と
は
い
け
な
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
認
め
る
つ
も
り
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
答
弁
し
た（41
）。
楢
崎
は
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
を
漁
業
協
定
と
は
別
個
の
何
ら
か
の
協
定
で
明
確
に
し
な
く
て
は
、
漁
業
協
定
締
結
・
調
印
は
あ
り
え
な
い
の
か
ど
う
か

と
質
問
し
た
。
大
平
外
務
大
臣
は
「
当
然
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
答
え
た（42
）。
楢
崎
は
「
当
然
の
こ
と
、
つ
ま
り
、
我
々
も
そ
う
思
い
ま
す
」

と
述
べ
、「
こ
う
い
う
意
味
で
、
何
ら
か
の
形
で
、
そ
の
李
ラ
イ
ン
の
撤
廃
、
そ
れ
に
類
す
る
も
の
を
絶
対
認
め
な
い
と
い
う
立
場
の
確
証
が
協
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定
の
中
に
得
ら
れ
る
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
漁
業
問
題
の
解
決
は
あ
り
得
な
い
、
こ
の
よ
う
に
私
は
確
認
を
い
た
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
」

と
総
括
し
た（43
）。

続
い
て
楢
崎
は
計
画
の
第
四
項
目
で
あ
る
南
北
朝
鮮
問
題
に
移
っ
た
。
そ
し
て
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
交
渉
に
よ
っ
て
日
韓
漁
業
協
定
が
成

立
し
た
場
合
、
北
朝
鮮
の
沖
合
漁
業
に
つ
い
て
は
「
無
法
状
態
」
に
な
る
の
か
と
質
問
し
た
。
大
平
外
務
大
臣
は
、「
無
法
状
態
」
に
な
る
の
か

ど
う
か
の
明
言
は
避
け
、
北
の
地
域
に
韓
国
の
支
配
が
及
ん
で
い
な
い
た
め
、
韓
国
と
の
交
渉
で
は
実
効
は
あ
が
ら
な
い
と
の
見
方
を
示
し
た（44
）。

こ
れ
は
質
問
に
答
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
楢
崎
は
こ
れ
以
上
追
及
し
な
か
っ
た
。

次
に
、
楢
崎
は
計
画
の
第
三
項
目
の
損
害
賠
償
問
題
（
イ
）
に
移
り
、
大
平
外
務
大
臣
が
昨
年
九
月
二
日
の
外
務
委
員
会
で
、
韓
国
側
に
拿

捕
さ
れ
た
日
本
漁
船
の
損
害
賠
償
問
題
に
つ
い
て
、
日
韓
交
渉
に
お
け
る
そ
の
他
の
請
求
権
問
題
の
一
つ
と
答
弁
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
答
弁
通
り
と
す
る
な
ら
ば
、
請
求
権
問
題
が
合
意
に
達
し
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
問
題
も
既
に
解
決
し
た
こ
と
に
な
る
の
か
ど

う
か
を
尋
ね
た（45
）。
大
平
外
務
大
臣
は
、
こ
の
問
題
は
請
求
権
の
問
題
で
は
な
く
、
漁
業
問
題
一
般
と
し
て
解
決
す
る
方
針
で
あ
り
、
今
、
交
渉

中
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た（46
）。
こ
れ
に
対
し
、
楢
崎
は
ま
だ
問
題
は
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
次
に
移
っ
た
。

最
後
に
楢
崎
は
、
再
び
南
北
朝
鮮
問
題
に
戻
り
、
韓
国
側
が
日
本
に
返
還
を
要
求
し
て
い
る
置
籍
船
に
つ
い
て
、
現
在
、
韓
国
の
主
権
が
及

ん
で
い
な
い
北
側
の
港
の
置
籍
船
の
問
題
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
尋
ね
た（47
）。
大
平
外
務
大
臣
は
こ
の
問
題
を
請
求
権
問
題
一
般
の
解
決
に

含
ま
せ
て
解
決
し
た
い
と
考
え
て
い
る
旨
を
答
え
た（48
）。
そ
の
後
、
楢
崎
は
次
の
機
会
に
質
問
を
続
け
る
こ
と
を
伝
え
、
質
問
を
終
え
た
。

こ
の
日
、
楢
崎
は
計
画
し
て
い
た
項
目
す
べ
て
を
質
問
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
順
番
通
り
に
進
め
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
李
ラ
イ
ン
撤
廃
の
確
約
な
し
に
漁
業
協
定
の
調
印
は
有
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
意
図
し
て
い
た
通
り
の
答
弁
を
得
た
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
日
に
質
問
で
き
な
か
っ
た
問
題
や
追
及
の
余
地
を
残
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
の
日
に
質
問
を
続
け
る
こ
と
に
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二
一
七

二
一
七

な
っ
た
。

（
四
）
一
九
六
三
年
二
月
一
九
日

予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
（
ナ
イ
キ
、
板
付
の
県
道
工
事
、
板
付
の
国
際
空
港
化
に
つ
い
て
）

・
楢
崎
の
計
画（49
）

楢
崎
は
こ
の
日
、
板
付
の
国
際
空
港
化
に
関
す
る
質
問
を
予
定
し
、
大
き
く
五
点
か
ら
な
る
計
画
を
作
成
し
て
い
た
。
第
一
は
、
昭
和
三
七

年
度
予
算
に
よ
る
板
付
空
港
調
査
の
結
果
を
尋
ね
る
も
の
で
あ
る
。
昨
年
二
月
二
一
日
の
予
算
委
員
会
第
四
分
科
会
に
お
い
て
楢
崎
は
、
昭
和

三
七
年
度
（
一
九
六
二
年
度
）
の
予
算
に
福
岡
の
空
港
調
査
費
が
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
質
問
し
て
い
た（50
）。
今
回
は
そ
の
結
果
に
つ
い

て
問
う
も
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
板
付
の
国
際
空
港
化
に
関
す
る
各
省
で
の
検
討
に
つ
い
て
で
あ
る
。
楢
崎
は
、
昨
年
質
問
し
た
と
き
に
も
関
係
各
省
で
検
討
す
る

と
い
う
答
弁
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
一
年
間
に
地
元
で
は
エ
プ
ロ
ン
用
地
も
含
め
具
体
的
に
進
展
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
各
省
で
話
し

合
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
を
問
う
予
定
で
あ
っ
た
。

第
三
は
、
米
軍
が
板
付
の
国
際
空
港
化
に
好
意
的
な
反
応
を
示
し
て
い
る
書
簡
を
福
岡
市
長
に
返
信
し
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
受
け
止

め
を
尋
ね
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
福
岡
市
の
阿
部
源
蔵
市
長
が
米
軍
に
板
付
の
国
際
空
港
化
を
求
め
る
要
望
書
を
提
出
し
た
こ

と
に
対
し
て
、
昭
和
三
七
年
（
一
九
六
二
年
）
六
月
七
日
に
、
在
日
米
軍
参
謀
次
長
の
Ｊ
・
Ｇ
・
ス
パ
ン
グ
ラ
ー
海
軍
大
佐
が
、
こ
の
こ
と
を

日
米
合
同
委
員
会
の
施
設
分
科
委
員
会
に
公
式
に
要
望
提
案
さ
れ
る
よ
う
希
望
す
る
と
い
う
好
意
的
反
応
を
記
し
た
書
簡
を
返
信
し
た
こ
と
に

つ
い
て
の
受
け
止
め
を
尋
ね
る
こ
と
で
あ
る（51
）。

第
四
は
、
板
付
の
国
際
空
港
化
を
日
米
合
同
委
員
会
の
施
設
分
科
委
員
会
に
提
案
す
る
場
合
、
そ
の
窓
口
は
防
衛
庁
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
前
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二
一
六

二
一
六

に
閣
議
決
定
の
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
を
尋
ね
る
こ
と
で
あ
る
。

第
五
は
、
費
用
負
担
に
つ
い
て
で
あ
る
。
国
際
空
港
で
あ
る
第
一
種
空
港
の
場
合
は
全
額
国
庫
負
担
に
な
る
が
、
現
在
、
米
軍
の
管
轄
下
に

あ
る
板
付
の
場
合
は
、
第
二
種
空
港
の
場
合（52
）を
適
応
し
て
や
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
第
一
種
空
港
の
場
合
を
適
用
す
る
の
か
を
尋
ね
る
予
定
で

あ
っ
た
。

・
実
際
の
議
論

昭
和
三
八
年
度
一
般
会
計
予
算
の
中
で
総
理
府
所
管
の
予
算
（
防
衛
庁
お
よ
び
科
学
技
術
庁
関
係
）
が
議
題
と
な
っ
た
こ
の
日
の
予
算
委
員

会
第
一
分
科
会
に
お
い
て
、
楢
崎
は
計
画
し
て
い
た
板
付
の
国
際
空
港
化
に
関
す
る
質
問
で
は
な
く
、
ナ
イ
キ
（
地
対
空
ミ
サ
イ
ル
）
に
関
す

る
質
問
か
ら
始
め
た（53
）。
楢
崎
は
、
本
年
二
月
七
日
の
予
算
委
員
会
に
お
い
て
横
路
節
雄
委
員
（
社
会
党
）
の
質
問
に
対
し
、
志
賀
健
次
郎
防
衛

庁
長
官
が
、
昭
和
四
〇
年
度
を
目
途
に
ナ
イ
キ
大
隊
を
北
九
州
北
区
に
設
置
す
る
よ
う
検
討
中
と
答
え
た
こ
と（54
）を
挙
げ
、
そ
の
具
体
的
な
場
所

を
示
す
よ
う
に
要
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
海
原
治
政
府
委
員
（
防
衛
局
長
）
は
、
検
討
中
で
あ
り
未
定
と
答
え
た
。
楢
崎
は
、
こ
の
後
も
繰
り

返
し
具
体
的
な
場
所
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
求
め
た
が
、
海
原
政
府
委
員
の
答
弁
は
同
じ
で
あ
っ
た（55
）。
そ
の
た
め
楢
崎
は
質
問
を
変
え
、
今
の

と
こ
ろ
は
ナ
イ
キ
・
ア
ジ
ャ
ッ
ク
ス
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
核
装
備
を
し
て
い
る
こ
と
が
「
常
識
的
」
と
な
っ
て
い
る
ナ
イ
キ
・
ハ
ー

キ
ュ
リ
ー
ズ
が
、
将
来
、
持
ち
込
ま
れ
る
可
能
性
は
あ
る
の
か
と
尋
ね
た（56
）。
海
原
政
府
委
員
は
「
そ
う
い
う
計
画
は
現
在
持
ち
合
わ
せ
て
お
り

ま
せ
ん
」
と
答
え
た
が
、
楢
崎
は
「
そ
の
可
能
性
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
」
と
質
問
を
重
ね
た
。
し
か
し
、
海
原
政
府
委
員
は

「
現
在
私
ど
も
は
、
ハ
ー
キ
ュ
リ
ー
ズ
を
導
入
す
る
こ
と
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
し
、
そ
う
い
う
計
画
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
同
じ
答
弁
を
繰
り

返
し
た（57
）。
こ
れ
に
対
し
楢
崎
は
、
今
後
の
機
会
に
譲
る
旨
を
伝
え
て
、
ナ
イ
キ
に
関
す
る
質
問
を
終
え
た
。

続
い
て
楢
崎
は
、
板
付
の
拡
張
予
定
地
内
を
横
断
し
て
い
る
県
道
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
質
問
し
た
。
以
前
に
も
楢
崎
が
質
問
し
た
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二
一
五

二
一
五

よ
う
に
、
板
付
北
側
の
拡
張
予
定
地
内
に
は
未
舗
装
の
県
道
（
別べ

府ふ-

比ひ

恵え

線
）
が
横
断
し
て
い
た（58
）。
国
は
こ
の
県
道
を
廃
止
に
す
る
よ
う
に

鵜う

崎ざ
き

多た

一い
ち

福
岡
県
知
事
に
求
め
て
い
た
が
、
県
道
の
廃
止
は
県
議
会
の
議
決
が
必
要
で
あ
り
、
社
会
党
に
所
属
し
て
い
た
鵜
崎
知
事
は
県
道
廃

止
の
議
案
を
県
議
会
に
提
出
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
県
道
は
そ
の
ま
ま
に
し
な
が
ら
周
辺
の
拡
張
予
定
地
内
で
滑
走
路
建
設
の
工
事

が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
中
、
工
事
用
車
両
の
通
行
等
に
よ
り
県
道
が
傷
ん
で
い
る
と
し
て
、
一
九
六
三
年
一
月
一
七
日
、
福
岡
県
が

防
衛
施
設
局
を
通
じ
て
米
軍
に
県
道
を
補
修
す
る
よ
う
に
申
し
入
れ
た
。
そ
し
て
、
米
軍
の
請
負
業
者
に
よ
り
補
修
工
事
が
な
さ
れ
た
が
、
そ

の
内
容
は
、
未
舗
装
で
あ
っ
た
県
道
を
掘
り
下
げ
て
砂
や
砕
石
を
敷
く
と
い
う
「
基
礎
工
事
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
補
修
工
事
に
よ
り
、
県
道
は

滑
走
路
建
設
中
の
拡
張
予
定
地
と
同
じ
基
礎
構
造
に
な
っ
た
。
一
月
三
〇
日
、
こ
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
た
め
、
地
元
労
働
組
合
等
の
抗

議
を
受
け
て
、
福
岡
県
は
二
月
一
二
日
、
防
衛
施
設
局
を
通
し
て
米
軍
に
県
道
を
復
旧
す
る
よ
う
に
命
令
し
た
。
そ
の
後
、
県
道
は
「
復
旧
」

さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
基
礎
工
事
が
な
さ
れ
た
地
面
の
上
に
、
県
道
部
分
に
だ
け
土
を
か
ぶ
せ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
位
置
は
本

来
の
県
道
の
位
置
か
ら
ず
れ
て
い
た
の
で
、
手
直
し
す
る
有
様
で
あ
っ
た（59
）。

こ
の
日
、
楢
崎
が
問
題
に
し
た
の
は
一
月
一
七
日
の
福
岡
県
か
ら
の
申
し
入
れ
内
容
と
実
際
に
行
わ
れ
た
補
修
工
事
と
の
相
違
に
つ
い
て
で

あ
る
。
楢
崎
は
林
一
夫
政
府
委
員
（
防
衛
施
設
庁
長
官
）
に
「
そ
の
補
修
工
事
は
、
限
度
を
越
え
て
な
さ
れ
た
ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
指

摘
し
、「
た
ま
た
ま
、
そ
の
県
道
を
荒
ら
し
た
か
ら
、
も
と
通
り
に
し
て
く
れ
と
い
う
県
側
の
要
望
に
対
し
て
、
い
い
機
会
と
い
わ
ぬ
ば
か
り
に
、

必
要
以
上
の
、
限
度
を
越
し
た
│
│
見
か
け
は
改
修
で
す
け
れ
ど
も
、
行
為
が
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
」
と
質
問
し
た（60
）。
林
政
府
委

員
は
「
そ
の
補
修
工
事
を
実
施
す
る
場
合
に
、
米
軍
当
局
が
防
衛
施
設
局
長
を
通
じ
て
県
当
局
に
工
事
内
容
に
つ
い
て
の
了
解
を
得
て
お
る
の

で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
、
県
の
了
解
を
得
て
い
る
と
答
え
た（61
）。
楢
崎
は
再
度
、「
…
た
ま
た
ま
改
修
の
問
題
が
出
た
か
ら
、
そ
れ
に
引
っ
か
け
て
、

こ
の
際
と
ば
か
り
に
、
か
ね
て
よ
り
国
が
思
っ
て
お
っ
た
滑
走
路
と
同
じ
構
造
の
県
道
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
意
図
の
も
と
に
や
ら
れ
た
形
跡
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二
一
四

二
一
四

が
私
は
あ
る
と
思
う
」
と
の
見
方
を
示
し
、
本
当
に
県
の
要
望
の
通
り
に
や
っ
た
の
か
ど
う
か
を
尋
ね
た（62
）。
林
政
府
委
員
は
「
た
だ
い
ま
申
し

上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
工
事
内
容
に
つ
い
て
は
県
当
局
の
了
解
を
得
て
実
施
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
こ
れ
ま
で
と
同
じ
答
弁
を
繰
り
返

し
た（63
）。
そ
の
後
も
こ
の
問
答
を
繰
り
返
し
た
と
こ
ろ
で
、
板
付
の
国
際
空
港
化
問
題
の
答
弁
者
で
あ
る
今
井
榮
文
政
府
委
員
（
航
空
局
長
）
の

次
の
予
定
時
刻
が
迫
っ
て
き
た
た
め
に
、
楢
崎
は
こ
の
質
問
を
中
断
し
た
。

そ
し
て
楢
崎
は
、
板
付
の
国
際
空
港
化
に
関
す
る
質
問
を
始
め
た
。
ま
ず
計
画
の
第
一
に
沿
っ
て
、
昭
和
三
七
年
度
の
空
港
調
査
費
に
基
づ

く
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
尋
ね
た
。
今
井
政
府
委
員
は
、
地
元
市
長
を
中
心
と
し
て
、
新
た
に
三
万
坪
か
ら
五
万
坪
の
民
航
地
域
（
エ
プ
ロ
ン
）

を
確
保
す
る
た
め
話
し
合
い
が
熱
心
に
行
わ
れ
て
い
る
と
把
握
し
て
い
る
が
、
ま
だ
そ
の
地
域
が
確
定
し
て
い
な
い
の
で
、
調
査
費
に
基
づ
く

調
査
が
実
施
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
伝
え
た（64
）。
続
い
て
楢
崎
は
計
画
の
第
二
に
進
み
、
板
付
の
国
際
空
港
化
に
つ
い
て
関
係
各
省
で
協
議
等
を

行
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
と
質
問
し
た
。
今
井
政
府
委
員
は
、
各
省
間
で
特
別
の
会
議
を
持
っ
た
こ
と
は
な
い
が
、
将
来
、
日
韓
航
空
路
が
開
設

さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
当
然
、
板
付
は
有
力
な
一
つ
の
基
地
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
見
方
を
示
し
た（65
）。
次
に
計
画
の
第
三
に
移
り
、
福
岡
市

長
に
よ
る
国
際
空
港
化
の
要
望
に
対
し
て
、
在
日
米
軍
が
好
意
的
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
簡
を
出
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
た
。
そ
し
て
、
日
米

合
同
委
員
会
で
板
付
の
国
際
空
港
化
が
提
起
さ
れ
れ
ば
、
米
軍
も
了
承
す
る
と
示
唆
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
残
る
問
題
は
す
べ
て
国
内
問
題
と

言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
通
し
を
示
し
、
こ
の
見
通
し
の
受
け
止
め
を
尋
ね
た
。
今
井
政
府
委
員
は
「
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
が
」
と
述
べ
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
民
航
地
域
整
備
の
た
め
の
用
地
確
保
の
話
し
合
い
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
と
伝

え
た（66
）。
さ
ら
に
楢
崎
は
計
画
の
第
四
と
し
て
、
現
在
、
板
付
は
米
軍
の
管
轄
下
に
あ
り
空
港
整
備
法
が
直
接
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
も

し
れ
な
い
が
、
取
り
扱
い
と
し
て
は
国
際
空
港
に
な
る
の
か
と
尋
ね
た
。
今
井
政
府
委
員
は
「
ご
趣
旨
の
よ
う
に
で
き
る
だ
け
努
力
い
た
し
た

い
」
と
答
え
た
。
若
干
曖
昧
さ
が
あ
っ
た
た
め
か
楢
崎
は
、
第
一
種
空
港
と
第
二
種
空
港
で
国
と
地
元
の
費
用
負
担
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
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ふ
れ
、
再
度
、
板
付
の
場
合
に
つ
い
て
尋
ね
た
。
今
井
政
府
委
員
は
「
…
福
岡
に
つ
き
ま
し
て
は
、
私
ど
も
は
用
地
買
収
に
つ
い
て
も
で
き
得

る
限
り
国
で
御
援
助
い
た
し
た
い
、
か
よ
う
に
考
え
て
お
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
述
べ
、
国
の
負
担
に
積
極
的
な
考
え
を
示
し
た（67
）。

こ
の
後
、
楢
崎
は
最
後
と
し
て
、
板
付
の
国
際
空
港
化
が
日
米
合
同
委
員
会
に
持
ち
出
さ
れ
る
際
、
日
本
側
で
閣
議
決
定
と
い
う
段
階
を
置

く
の
か
ど
う
か
を
尋
ね
た
。
今
井
政
府
委
員
は
、
防
衛
庁
、
外
務
省
、
大
蔵
省
と
の
協
議
の
後
、
滑
走
路
の
共
同
使
用
や
民
航
地
域
の
拡
大
と

い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
日
米
合
同
委
員
会
の
施
設
分
科
会
に
防
衛
庁
か
ら
出
す
こ
と
に
な
る
と
答
え
た（68
）。
こ
の
答
弁
を
受
け
て
楢
崎
は
、
先

ほ
ど
ま
で
県
道
問
題
で
や
り
取
り
を
し
て
い
た
林
政
府
委
員
（
防
衛
施
設
庁
長
官
）
に
も
考
え
を
尋
ね
た
。
林
政
府
委
員
は
「
先
ほ
ど
先
生
が

述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
本
問
題
に
つ
い
て
は
米
軍
と
し
て
は
好
意
的
に
考
慮
す
る
と
い
う
こ
と
も
述
べ
て
お
り
ま
す
。
私
ど
も
も
十
分
航
空
局

と
協
議
を
し
ま
し
て
、
手
続
を
早
く
進
め
る
よ
う
に
努
力
い
た
し
た
い
、
こ
う
い
う
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
」
と
答
弁
し
、
今
井
政
府
委
員

と
同
じ
く
板
付
の
国
際
空
港
化
に
積
極
的
な
考
え
を
明
ら
か
に
し
た（69
）。
こ
の
よ
う
に
板
付
の
国
際
空
港
化
に
つ
い
て
は
議
論
が
ス
ム
ー
ズ
に
終

わ
っ
た
た
め
、
楢
崎
は
板
付
の
県
道
問
題
に
質
問
を
戻
し
た（70
）。

楢
崎
は
林
政
府
委
員
に
対
し
、
地
元
で
は
基
地
の
移
転
を
求
め
る
運
動
が
続
い
て
お
り
、
こ
の
意
味
で
例
の
県
道
が
持
つ
意
味
は
重
大
と
し

た
う
え
で
、「
そ
れ
を
、
た
ま
た
ま
県
が
、
道
路
が
い
た
ん
だ
の
で
、
も
と
通
り
に
し
て
く
れ
と
い
う
要
請
に
対
し
て
、
こ
れ
を
い
い
機
会
に
、

か
ね
て
よ
り
思
っ
て
お
っ
た
よ
う
に
県
道
を
滑
走
路
の
構
造
と
同
じ
よ
う
に
し
て
し
ま
え
ば
、
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
と
滑
走
路
と
つ
な
が
っ
て
し
ま

う
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
私
は
重
大
な
国
側
の
卑
劣
な
や
り
方
だ
と
思
う
わ
け
で
す
」
と
批
判
し
た（71
）。
そ
し
て
、
長
さ
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
、
深
さ

二
メ
ー
ト
ル
近
く
の
工
事
を
福
岡
県
が
了
解
し
た
と
言
え
る
の
か
、
ま
た
、「
私
ど
も
は
、
法
的
な
手
続
を
経
て
や
ら
れ
る
な
ら
ば
何
も
そ
う
文

句
を
言
わ
な
い
の
で
す
。
や
む
を
得
な
い
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
筋
の
違
っ
た
こ
と
を
や
ら
れ
て
は
困
る
と
い
う
こ
と

を
再
三
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
」
と
追
及
し
た
。
林
政
府
委
員
は
「
も
ち
ろ
ん
、
細
部
の
こ
と
に
つ
い
て
は
か
れ
こ
れ
行
き
違
い
が
あ
っ
た
よ
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う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
大
綱
に
つ
い
て
は
県
に
よ
く
説
明
し
て
了
解
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
若
干
、
答
弁
を
変
化
さ
せ
た（72
）。

こ
れ
に
楢
崎
は
「
何
が
細
部
で
す
か
。
過
去
一
年
あ
な
た
方
と
県
と
交
渉
し
て
き
た
、
や
り
合
い
を
し
て
き
た
問
題
の
中
心
は
そ
こ
に
あ
っ
た

の
で
す
。
滑
走
路
と
同
じ
構
造
に
す
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
が
あ
な
た
方
の
願
い
で
あ
っ
た
は
ず
で
し
ょ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
反
対
し
て
き

た
。
そ
れ
を
細
部
な
ん
て
ご
ま
か
し
て
は
い
か
ぬ
の
で
す
」
と
強
く
批
判
し
た（73
）。
こ
こ
で
、
野
原
覺
委
員
（
社
会
党
）
が
、
櫻
内
義
雄
主
査
に
、

事
態
を
明
確
に
す
る
た
め
に
福
岡
県
当
局
と
防
衛
庁
当
局
を
参
考
人
と
し
て
喚
問
す
る
こ
と
を
要
求
し
た（74
）。
櫻
内
主
査
は
理
事
会
の
意
見
も
徴

し
て
善
処
す
る
旨
を
答
え
、
楢
崎
は
質
問
を
終
え
た
。

こ
の
日
、
楢
崎
は
計
画
し
て
い
た
問
題
だ
け
で
な
く
、
ナ
イ
キ
の
配
備
や
板
付
の
県
道
問
題
に
つ
い
て
も
質
問
を
し
た
。
ナ
イ
キ
の
配
備
に

つ
い
て
は
目
立
っ
た
成
果
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
板
付
の
県
道
問
題
に
つ
い
て
は
楢
崎
と
政
府
の
見
解
が
大
き
く
食
い
違
っ
て
お
り
、
当
事

者
を
参
考
人
と
し
て
呼
ぶ
喚
問
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
楢
崎
は
、
板
付
を
め
ぐ
る
全
て
の
問
題
で
政
府
と
対
立
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
板
付
の
国
際
空
港
化
で
は
、
こ
れ
に
積
極
的
な
楢
崎
が
政
府
を
リ
ー
ド
す
る
形
で
質
問
を
行
っ
て
い
た（75
）。

（
五
）
一
九
六
三
年
二
月
二
一
日

社
会
労
働
委
員
会
（
同
和
地
区
実
態
調
査
に
つ
い
て
）

楢
崎
は
こ
の
日
、
社
会
労
働
委
員
会
で
田
中
織
之
進
委
員
（
社
会
党
）
の
質
問
に
割
り
込
ま
せ
て
も
ら
う
関
連
質
問
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の

関
連
質
問
に
は
計
画
を
用
意
し
て
い
な
い
た
め
、
実
際
の
議
論
を
検
討
し
た
い
。
な
お
、
楢
崎
が
社
会
労
働
委
員
会
で
田
中
の
質
問
に
伴
う
関

連
質
問
を
行
う
の
は
二
回
目
で
あ
る（76
）。

田
中
は
、
昭
和
三
八
年
度
の
同
和
対
策
の
予
算
が
要
求
額
か
ら
大
き
く
削
減
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
同
和
対
策
審
議
会
に
よ
る
同
和
地
区
の

昭
和
三
七
年
度
実
態
調
査
の
結
果
が
ま
だ
ま
と
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
た（77
）。
田
中
の
質
問
の
後
、
楢
崎
は
関
連
質
問
と
し
て
、
同
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和
対
策
審
議
会
は
、
同
和
対
策
を
総
合
的
に
前
進
さ
せ
る
た
め
に
で
き
た
の
に
、
予
算
編
成
の
段
階
で
は
各
省
庁
が
（
同
和
対
策
）
審
議
会
の

結
論
を
待
っ
て
予
算
編
成
を
行
う
傾
向
に
あ
り
、
特
に
農
林
省
が
そ
れ
に
当
て
は
ま
る
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
ど
う
思

う
か
を
徳
安
實
藏
政
府
委
員
（
総
理
府
総
務
長
官
）
に
尋
ね
た（78
）。
徳
安
政
府
委
員
は
、
審
議
会
の
結
論
に
と
ら
わ
れ
ず
取
り
急
ぎ
や
る
べ
き
も

の
は
や
る
べ
き
で
あ
り
、
農
林
省
等
に
よ
く
連
絡
す
る
旨
を
伝
え
た（79
）。
続
い
て
楢
崎
は
、
審
議
会
に
よ
る
昭
和
三
七
年
度
実
態
調
査（80
）を
拒
否
し

て
い
る
五
県
（
山
形
県
、
宮
崎
県
、
長
崎
県
、
富
山
県
、
石
川
県
）
の
中
に
、
黒く

ろ

金が
ね

泰や
す

美み

内
閣
官
房
長
官
の
出
身
地
（
山
形
県
米
沢
市
）
が
含

ま
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、
米
沢
市
に
お
け
る
部
落
の
有
無
を
尋
ね
た（81
）。
江
守
堅
太
郎
説
明
員
（
同
和
対
策
審
議
会
事
務
局
長
）
は
、
山
形
県
が

自
分
の
県
で
は
そ
う
い
う
も
の
は
な
い
と
し
て
調
査
を
拒
否
し
て
い
る
と
答
え
た（82
）。
楢
崎
は
、
山
形
県
の
そ
の
よ
う
な
報
告
は
重
大
で
あ
り
、
部

落
解
放
同
盟
の
松
本
治
一
郎
委
員
長
が
昭
和
三
三
年
に
行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、
米
沢
市
栄
町
に
約
一
八
〇
戸
の
未
開
放
部
落
が
あ
り
、
調
査

資
料
も
昭
和
三
四
年
に
米
沢
市
に
提
出
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た（83
）。
そ
し
て
、
徳
安
政
府
委
員
に
、
内
閣
官
房
長
官
の
出
身
地
が
調
査

を
拒
否
し
て
お
り
、
池
田
内
閣
と
し
て
問
題
解
決
の
熱
意
が
な
い
と
追
及
し
た
。
徳
安
政
府
委
員
は
官
房
長
官
に
事
情
を
聞
く
と
答
え
た（84
）。
そ

の
後
、
楢
崎
は
状
況
を
明
確
に
す
る
よ
う
に
要
求
し
質
問
を
終
え
た
。

楢
崎
は
松
本
治
一
郎
の
秘
書
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
同
和
問
題
に
精
通
し
て
い
た
。
こ
の
日
は
、
黒
金
内
閣
官
房
長
官
の
出
身
地
と
連
関

さ
せ
る
形
で
、
池
田
内
閣
が
同
和
問
題
の
解
決
に
消
極
的
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
が
、
答
弁
者
が
黒
金
官
房
長
官
本
人
で
は
な
か
っ
た

た
め
、
指
摘
だ
け
に
と
ど
ま
り
、
深
く
追
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

（
六
）
一
九
六
三
年
二
月
二
六
日

予
算
委
員
会
第
二
分
科
会
（
漁
業
関
係
者
へ
の
損
失
補
償
問
題
に
つ
い
て
）

楢
崎
は
、
こ
の
日
、
新
た
な
計
画
で
は
な
く
、
二
月
一
八
日
の
外
務
委
員
会
で
の
計
画
の
第
三
項
目
を
再
度
取
り
上
げ
る
形
で
、
特
に
後
半
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部
分
の
国
内
に
お
け
る
漁
業
関
係
者
へ
の
損
失
補
償
問
題
に
つ
い
て
質
問
を
行
っ
た
。
楢
崎
は
最
初
に
、
大
平
外
務
大
臣
に
対
し
、
韓
国
の
政

情
が
安
定
し
て
い
る
と
み
て
い
た
政
府
の
見
通
し
の
甘
さ
を
指
摘
し
た
。
そ
の
後
、
日
本
政
府
が
韓
国
に
対
し
て
拿
捕
さ
れ
た
日
本
漁
船
の
損

害
賠
償
請
求
権
が
あ
る
と
し
て
交
渉
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
国
内
的
に
は
漁
業
関
係
者
に
対
す
る
損
失
補
償
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
質

問
し
た
。
大
平
外
務
大
臣
は
現
在
交
渉
中
で
あ
り
「
…
そ
の
ま
と
ま
り
を
見
な
い
と
、
今
御
指
摘
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
、
確
た
る
御
返
答

は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
」
と
答
え
た（85
）。
楢
崎
は
納
得
せ
ず
、
実
際
に
国
民
の
一
部
の
人
が
損
失
を
受
け
て
い
る
の
だ
か
ら
「
…
当
然
そ
う
い

う
船
主
や
漁
夫
の
人
に
、
損
失
補
償
の
問
題
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
わ
か
ら
ぬ
と
い
う
の
は
お
か
し
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」

と
質
問
を
重
ね
た
。
し
か
し
大
平
外
務
大
臣
は
「
解
決
し
た
姿
を
見
て
い
た
だ
い
て
、
国
内
的
な
問
題
が
起
こ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ

の
時
点
で
考
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ
、
態
度
を
明
確
に
示
さ
な
か
っ
た（86
）。
そ
の
後
し
ば
ら
く
同
様
の
問
答
を
繰
り
返
し
た
後
、
楢

崎
は
昭
和
二
九
年
三
月
一
日
の
第
五
福
竜
丸
事
件
の
と
き
に
は
（
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
）
損
害
賠
償
の
後
に
損
失
補
償
を
行
っ
た
こ
と
に
ふ
れ
、

「
損
失
補
償
を
や
る
つ
も
り
か
や
ら
ぬ
つ
も
り
か
、
今
の
政
府
の
考
え
方
と
し
て
」
と
大
平
外
務
大
臣
に
対
し
明
確
な
答
弁
を
迫
っ
た
。
し
か
し

大
平
は
「
こ
れ
は
政
治
問
題
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
と
く
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問
題
だ
と
思
い
ま
す
」
と
答
え
、
楢
崎
の
質
問
に
正
面
か
ら

答
え
な
か
っ
た（87
）。

大
平
外
務
大
臣
の
こ
の
よ
う
な
態
度
を
受
け
て
、
楢
崎
は
、
韓
国
に
よ
る
日
本
漁
船
拿
捕
の
問
題
は
李
ラ
イ
ン
が
設
定
さ
れ
る
前
か
ら
起
こ
っ

て
お
り
、
も
う
二
〇
年
が
経
つ
の
に
、
ど
う
し
て
ま
だ
損
失
補
償
を
す
る
か
ど
う
か
の
方
針
が
決
ま
ら
な
い
の
か
、
さ
ら
に
、
韓
国
と
の
交
渉

が
ま
と
ま
ら
な
い
場
合
に
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
な
り
に
訴
え
る
手
段
も
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
そ
れ
を
せ
ず
「
…
こ
ん
な
不
当
な
不
法
な
問
題

を
、
今
ま
で
ず
っ
と
引
き
延
ば
さ
れ
て
お
っ
た
政
府
の
責
任
を
、
一
体
ど
の
よ
う
に
お
考
え
に
な
り
ま
す
か
」
と
尋
ね
た（88
）。
大
平
外
務
大
臣
は

「
私
は
あ
な
た
と
気
持
は
全
然
同
じ
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
し
た
う
え
で
現
在
努
力
中
で
あ
る
と
答
え
た
。
楢
崎
は
「
き
ょ
う
の
御
答
弁
は
実
に
私
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ど
も
は
不
満
で
す
。
政
府
の
今
の
態
度
は
話
に
な
ら
ぬ
と
思
う
の
で
す
」
と
批
判
し
、
質
問
を
終
え
た（89
）。

以
上
の
よ
う
に
、
楢
崎
は
以
前
に
作
成
し
て
い
た
計
画
に
沿
っ
て
質
問
を
進
め
た
。
楢
崎
は
、
日
本
政
府
が
韓
国
に
対
し
て
拿
捕
さ
れ
た
日

本
漁
船
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
主
張
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
国
内
的
に
は
損
害
を
受
け
た
漁
業
関
係
者
に
対
し
、
政
府
が
損
失
補
償
を
す
べ
き

で
は
な
い
か
と
質
問
し
た
。
し
か
し
大
平
外
務
大
臣
は
現
在
交
渉
中
で
あ
る
と
し
て
、
楢
崎
の
質
問
に
明
確
に
返
答
し
な
か
っ
た
。
こ
の
意
味

で
楢
崎
は
意
図
し
て
い
た
答
弁
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
七
）
一
九
六
三
年
二
月
二
六
日

農
林
水
産
委
員
会
（
漁
業
関
係
者
へ
の
損
失
補
償
問
題
に
つ
い
て
）

楢
崎
は
農
林
水
産
委
員
会
で
、
こ
の
日
、
二
度
目
と
な
る
質
問
を
、
庄
野
五
一
郎
政
府
委
員
（
水
産
庁
長
官
）
に
対
し
て
行
っ
た
。
質
問
の

主
題
は
前
の
質
問
と
同
じ
く
、
漁
業
関
係
者
へ
の
損
失
補
償
問
題
で
あ
る
。
楢
崎
は
庄
野
政
府
委
員
に
対
し
、「
韓
国
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求

権
が
あ
る
と
い
う
立
場
で
臨
ま
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
裏
側
の
問
題
と
し
て
国
内
的
に
は
損
失
を
受
け
た
船
主
や
漁
夫
に
損
失
を
補

償
す
る
、
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
建
前
だ
と
論
理
的
に
は
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
建
前
で
臨
ま
れ
て
お
る
か
ど
う
か
」
と
質
問
し
た
。
庄

野
政
府
委
員
は
、
な
か
な
か
難
し
い
問
題
が
あ
る
と
し
「
…
韓
国
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
権
あ
り
と
い
う
の
が
、
国
内
的
に
直
ち
に
政
府
に

賠
償
責
任
あ
り
と
い
う
こ
と
に
は
相
な
ら
ぬ
と
存
じ
て
お
り
ま
す
」
と
答
え
た（90
）。
楢
崎
は
納
得
せ
ず
改
め
て
「
韓
国
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求

権
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
内
的
に
は
損
失
補
償
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
な
ら
な
く
ち
ゃ
お
か
し
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
追
及
し

た
が
、
庄
野
政
府
委
員
の
答
弁
は
変
わ
ら
な
か
っ
た（91
）。

そ
の
た
め
楢
崎
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
韓
国
と
交
渉
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
根
拠
と
な
る
一
九
四
七
年
か
ら
現
在
ま
で
の
拿

捕
漁
船
の
数
や
抑
留
船
員
の
数
、
日
本
漁
船
の
拿
捕
に
伴
う
損
害
の
水
産
庁
の
見
積
も
り
、
さ
ら
に
期
待
利
益
等
に
つ
い
て
の
資
料
を
提
出
す
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る
よ
う
に
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
庄
野
政
府
委
員
は
、
損
害
の
水
産
庁
の
見
積
も
り
は
、
現
在
、
積
算
が
十
分
に
進
ん
で
お
ら
ず
、
一
応
の
資

料
と
し
て
大
日
本
水
産
会（92
）で
取
り
ま
と
め
て
い
る
も
の
を
提
出
し
た
い
と
答
え
た（93
）。
損
害
賠
償
請
求
交
渉
の
基
礎
と
な
る
損
害
額
の
積
算
が
進

ん
で
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
た
め
、
楢
崎
は
「
国
が
自
信
を
持
っ
た
資
料
な
し
に
何
の
請
求
を
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
何

の
請
求
を
な
さ
っ
て
お
り
ま
す
か
。
や
る
気
が
あ
る
の
で
す
か
。
た
だ
請
求
権
は
あ
る
ん
だ
ぞ
、
あ
る
ん
だ
ぞ
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
す
か
」

と
強
く
批
判
し
た（94
）。
そ
し
て
、
水
産
庁
と
し
て
い
つ
ご
ろ
ま
で
に
数
字
を
出
せ
る
の
か
を
尋
ね
た
。
庄
野
政
府
委
員
は
、
現
在
、
日
韓
間
で
損

害
賠
償
請
求
の
段
階
に
ま
で
交
渉
が
進
ん
で
お
ら
ず
、
そ
の
段
階
に
な
れ
ば
数
字
を
提
示
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
と
述
べ
た
。
楢

崎
は
「
今
の
御
答
弁
で
は
全
然
、
拿
捕
漁
船
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
を
ま
じ
め
に
や
る
と
い
う
気
は
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
の
と
き
は
出

さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
い
ま
す
と
い
う
ぐ
ら
い
で
、
ど
こ
に
熱
意
が
あ
り
ま
す
か
」
と
批
判
し
、
別
の
機
会
に
再
度
、
追
及
す
る
と
述
べ
て

質
問
を
終
え
た（95
）。

今
回
の
質
問
で
、
楢
崎
は
前
回
と
同
様
に
、
韓
国
に
対
し
て
日
本
が
損
害
賠
償
を
求
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、
国
内
的
に
は
損
害
を
受
け
た
漁

業
関
係
者
に
対
し
て
損
失
補
償
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
質
問
し
た
。
庄
野
水
産
庁
長
官
は
、
大
平
外
務
大
臣
と
同
じ
く
楢
崎
の
考
え
に
は
同

調
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
楢
崎
が
、
損
害
賠
償
請
求
交
渉
の
基
礎
と
な
る
損
害
額
の
資
料
を
提
出
す
る
よ
う
に
求
め
た
と
こ
ろ
、
損
害
額
の
積

算
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
損
害
額
を
問
う
こ
と
は
楢
崎
の
計
画
に
含
ま
れ
て
い
た
が
、
今
回
、
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と

は
そ
の
損
害
額
の
把
握
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
で
あ
り
、
楢
崎
は
交
渉
に
熱
意
が
な
い
と
批
判
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
八
）
一
九
六
三
年
二
月
二
七
日

農
林
水
産
委
員
会
（
漁
業
関
係
者
へ
の
損
失
補
償
問
題
に
つ
い
て
）

こ
の
日
も
楢
崎
は
、
前
日
に
引
き
続
き
漁
業
関
係
者
へ
の
損
失
補
償
問
題
を
追
及
し
て
い
る
。
こ
の
日
は
角か

ど

屋や

堅
次
郎
委
員
（
社
会
党
）
の
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関
連
質
問
で
あ
り
、
楢
崎
は
ま
ず
、
前
日
の
農
林
水
産
委
員
会
で
明
ら
か
に
な
っ
た
損
害
額
積
算
の
不
備
を
念
頭
に
、
重
政
誠せ
い

之し

農
林
大
臣
に

「
請
求
権
の
基
礎
と
な
る
数
字
を
大
臣
は
お
持
ち
で
ご
ざ
い
ま
す
か
」
と
質
問
し
た
。
重
政
農
林
大
臣
は
、
農
林
省
と
し
て
確
定
的
な
数
字
は
ま

だ
検
討
中
で
あ
る
が
、
物
的
損
害
に
つ
い
て
は
日
韓
漁
業
協
会
で
算
定
し
て
い
る
漁
船
そ
の
他
の
損
害
と
し
て
一
四
億
と
い
う
数
字
を
持
っ
て

い
る
こ
と
、
ま
た
、
将
来
の
得
べ
か
り
し
所
得
等
に
つ
い
て
は
計
算
が
難
し
く
、
ま
だ
検
討
中
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た（96
）。
楢
崎
は
「
…
損

害
賠
償
を
ま
じ
め
に
請
求
す
る
意
欲
が
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
」
と
述
べ
、
重
政
農
林
大
臣
に
「
数
字
な
く
し
て

ど
う
し
て
請
求
権
の
問
題
が
解
決
し
ま
す
か
」
と
尋
ね
た
。
重
政
農
林
大
臣
は
「
数
字
を
き
め
ず
に
、
損
害
賠
償
の
問
題
は
や
ら
ず
に
片
づ
け

よ
う
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
考
え
は
私
は
全
然
持
っ
て
お
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
、
数
字
を
も
と
に
損
害
賠
償
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
く

考
え
を
示
し
た（97
）。

続
い
て
楢
崎
は
、
第
五
福
竜
丸
事
件
の
時
に
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
損
害
賠
償
を
受
け
取
り
、
そ
れ
を
漁
民
に
支
払
っ
た
こ
と
に
ふ
れ
、
今
回
も

国
と
し
て
損
害
を
受
け
た
船
主
あ
る
い
は
漁
夫
に
損
失
を
補
償
す
る
考
え
が
あ
る
か
ど
う
か
を
質
問
し
た
。
重
政
農
林
大
臣
は
「
こ
れ
は
法
律

上
漁
民
に
か
わ
っ
て
政
府
が
韓
国
に
対
し
て
賠
償
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
が
直
ち
に
国
内
法
に
お
い
て
政
府
が
法
律
上
韓
国
に
か
わ
っ

て
漁
民
に
賠
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
は
必
ず
し
も
な
ら
ぬ
の
じ
ゃ
な
い
か
」
と
大
平
外
務
大
臣
や
庄
野
水
産
庁
長
官
と
同
じ

認
識
を
示
し
た
。
楢
崎
は
、
こ
の
答
弁
に
納
得
せ
ず
、
ま
た
別
の
機
会
で
質
問
す
る
旨
を
伝
え
て
関
連
質
問
を
終
え
た（98
）。

今
回
の
関
連
質
問
で
、
船
な
ど
の
物
的
損
失
の
お
お
よ
そ
の
額
と
し
て
一
四
億
円
と
い
う
金
額
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
楢
崎
が
、
伊

東
水
産
庁
長
官
の
答
弁
（
一
九
六
二
年
九
月
二
日
外
務
委
員
会
）
で
把
握
し
て
い
た
金
額
（
一
五
、
六
億
円
前
後（99
））
と
近
い
も
の
だ
っ
た
。
し

か
し
、
一
四
億
円
に
は
将
来
の
利
益
等
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
依
然
と
し
て
損
害
額
の
全
容
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
国
と
し
て
損

害
を
受
け
た
漁
業
関
係
者
に
損
失
補
償
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、
重
政
農
林
大
臣
の
答
弁
も
否
定
的
な
も



─　　─47

一
九
六
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
楢
崎
弥
之
助
の
国
会
質
問
（
四
）（
篠
原
） 

 

（
　
　
　
）

二
〇
六

二
〇
六

の
で
あ
り
、
大
平
外
務
大
臣
や
庄
野
水
産
庁
長
官
と
同
様
で
あ
っ
た
。

（
九
）
一
九
六
三
年
二
月
二
八
日

農
林
水
産
委
員
会
（
第
三
次
漁
港
整
備
計
画
と
漁
港
改
修
事
業
に
つ
い
て
）

・
楢
崎
の
計
画（100
）

こ
の
日
の
農
林
水
産
委
員
会
で
は
、
第
三
次
漁
港
整
備
計
画（101
）が
主
な
議
題
と
な
っ
た
。
楢
崎
は
質
問
に
先
立
ち
、
大
き
く
三
つ
の
項
目
か
ら

な
る
計
画
を
用
意
し
て
い
た
。
以
下
は
そ
の
概
要
で
あ
る
。

第
一
は
、
第
三
次
漁
港
整
備
計
画
と
今
後
の
漁
業
の
見
通
し
と
の
関
連
に
つ
い
て
で
あ
る
。
楢
崎
は
、
漁
港
は
漁
業
の
生
産
基
盤
で
あ
り
水

産
業
の
基
点
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
水
産
業
の
総
合
計
画
と
密
接
な
関
連
性
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
現
在
の
漁
港

整
備
計
画
は
、
昭
和
二
六
年
の
第
一
次
計
画
に
次
い
で
昭
和
三
○
年
に
改
正
さ
れ
た
第
二
次
計
画
で
あ
り
、
そ
れ
が
現
在
の
漁
業
情
勢
に
も
将

来
の
漁
業
変
化
に
も
対
応
で
き
な
く
な
っ
た
と
し
て
、
現
在
、
新
た
に
第
三
次
漁
港
整
備
計
画
改
正
案
が
検
討
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
案
は

一
応
の
最
終
目
標
年
次
を
昭
和
四
五
年
と
し
て
お
り
、
楢
崎
は
、
こ
の
年
は
所
得
倍
増
計
画
の
最
終
年
度
に
合
わ
せ
た
も
の
と
認
識
し
て
い
た
。

そ
こ
で
、
現
状
を
基
準
と
し
て
八
年
後
の
日
本
漁
業
の
姿
は
一
体
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
具
体
的
に
は
、（
イ
）
水
産
物
の
需
要
見
通
し
に
つ

い
て
、（
ロ
）
漁
獲
高
の
見
通
し
に
つ
い
て
、（
ハ
）
漁
船
勢
力
の
見
通
し
に
つ
い
て
の
三
点
を
問
う
こ
と
に
し
て
い
た
。

第
二
は
、
漁
港
整
備
計
画
に
つ
い
て
、
第
一
次
計
画
か
ら
第
二
次
計
画
、
そ
し
て
現
在
ま
で
の
事
業
の
進
捗
状
況
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
楢

崎
は
、
第
一
次
及
び
第
二
次
計
画
で
整
備
対
象
と
な
っ
た
漁
港
は
六
〇
四
港
、
こ
の
う
ち
完
成
し
た
の
は
二
四
三
港
で
あ
り
、
未
だ
に
残
っ
て

い
る
事
業
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

第
三
は
、
本
国
会
（
第
四
三
回
国
会
）
に
提
案
さ
れ
て
い
る
昭
和
三
八
年
度
一
般
会
計
予
算
案
の
中
に
あ
る
港
湾
漁
港
空
港
整
備
事
業
費
に
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二
〇
五

二
〇
五

漁
港
改
修
事
業
が
新
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る（102
）。
楢
崎
は
、
こ
の
漁
港
改
修
事
業
が
漁
港
整
備
計
画
の
よ
う
に
、
具
体
的
工
事
内

容
等
に
つ
い
て
国
会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
事
項
（
国
会
承
認
事
項
）
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
の
必
要
の
な
い
予
算
措
置
事
項
な
の
か
を
確

認
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
第
三
次
漁
港
整
備
計
画
の
確
立
後
に
漁
港
改
修
事
業
を
採
択
措
置
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
整
備
計
画
と

合
わ
せ
て
措
置
す
る
の
か
を
問
う
予
定
で
あ
っ
た
。

・
実
際
の
議
論

楢
崎
は
計
画
の
第
一
に
基
づ
き
、
第
三
次
漁
港
整
備
計
画
の
最
終
年
が
所
得
倍
増
計
画
の
最
終
年
度
に
合
わ
せ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
昭
和
四
五
年
の
漁
業
の
見
通
し
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
求
め
た（103
）。
こ
れ
に
対
し
、
庄
野
五
一
郎
政
府
委
員
（
水
産
庁
長
官
）
は
、
現

時
点
で
の
見
通
し
と
し
て
、
水
産
物
の
需
要
や
漁
獲
高
、
漁
船
勢
力
等
を
デ
ー
タ
と
と
も
に
詳
細
に
説
明
し
た（104
）。
続
い
て
楢
崎
は
、
現
在
の
漁

港
の
状
態
は
あ
る
べ
き
姿
の
何
％
ぐ
ら
い
に
当
た
っ
て
い
る
の
か
と
質
問
し
た
。
庄
野
政
府
委
員
は
、
お
お
む
ね
の
数
値
と
し
て
現
在
は
三
〇
％

程
度
、
そ
し
て
第
三
次
計
画
で
は
五
〇
％
ぐ
ら
い
に
ま
で
持
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
と
答
え
た（105
）。

そ
の
後
、
楢
崎
は
計
画
の
第
二
を
省
い
て
、
第
三
に
進
ん
だ
。
楢
崎
は
、
新
設
さ
れ
た
漁
港
改
修
事
業
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
提
案
し
た
理
由

を
説
明
す
る
よ
う
に
求
め
た
。
庄
野
政
府
委
員
は
、
漁
業
を
取
り
巻
く
事
情
が
日
進
月
歩
で
変
化
が
激
し
い
の
で
「
弾
力
的
な
運
営
」
の
た
め

に
漁
港
改
修
事
業
を
考
え
た
と
説
明
し
た（106
）。
楢
崎
は
、「
…
整
備
計
画
の
方
は
国
会
の
承
認
を
得
る
か
ら
き
ち
っ
と
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
改

修
事
業
の
方
は
そ
の
必
要
が
な
い
か
ら
出
さ
れ
て
お
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
具
体
的
な
計
画
が
立
っ
て
お
り
ま
し
た
ら
、
も
う
少
し
御
説
明

を
詳
細
に
お
願
い
し
た
い
」
と
求
め
た（107
）。
庄
野
政
府
委
員
は
、（
漁
港
）
改
修
事
業
と
し
て
概
ね
八
年
間
で
四
五
〇
港
か
ら
五
〇
〇
港
を
整
備
し

て
い
く
予
定
で
あ
り
、
事
業
費
は
概
算
で
二
五
〇
億
円
と
答
え
た
。
漁
港
改
修
事
業
の
目
的
と
概
要
が
明
ら
か
に
な
っ
た
た
め
、
楢
崎
は
、
漁

港
整
備
計
画
は
固
定
的
で
あ
り
弾
力
的
な
措
置
が
必
要
に
な
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
と
し
、「
む
し
ろ
弾
力
性
を
持
た
せ
る
の
だ
っ
た
ら
、
逆
に
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一
九
六
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
楢
崎
弥
之
助
の
国
会
質
問
（
四
）（
篠
原
） 

 

（
　
　
　
）

二
〇
四

二
〇
四

漁
港
法
そ
の
も
の
を
こ
の
際
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
改
修
事
業
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
要
は
、
漁
港
法
か

ら
き
て
お
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
」
と
指
摘
し
た（108
）。
さ
ら
に
、
八
年
間
と
い
う
漁
港
改
修
事
業
の
期
間
と
予
算
に
つ
い
て
「
そ
の
裏
づ
け
は
あ

る
の
で
す
か
、
ど
う
も
こ
の
改
修
事
業
と
い
う
の
は
思
い
つ
き
で
、
ち
ょ
っ
と
大
蔵
省
と
話
を
つ
け
て
と
い
う
よ
う
な
感
じ
が
し
て
仕
方
が
な

い
わ
け
で
す
ね
」
と
尋
ね
た（109
）。
庄
野
政
府
委
員
は
、
前
者
に
つ
い
て
、
現
在
、
農
水
省
と
し
て
漁
港
法
改
正
の
検
討
は
進
ん
で
い
な
い
こ
と
、
後

者
に
つ
い
て
「
予
算
を
決
定
し
ま
す
場
合
の
大
蔵
省
と
の
約
束
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
答
え
た（110
）。
続
い
て
楢
崎
は
、
漁
港
改
修
事
業
と
漁
港
審

議
会（111
）と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
と
質
問
し
た
。
庄
野
政
府
委
員
は
、
漁
港
審
議
会
に
意
見
等
の
聴
取
も
含
め
て
一
応
の
説
明
は
し
て
い
る
と

答
え
た
。
楢
崎
は
「
必
須
の
条
件
で
は
な
い
が
、
運
営
上
審
議
会
に
一
応
諮
っ
て
い
く
と
い
う
ふ
う
に
理
解
し
て
い
い
わ
け
で
す
ね
」
と
念
を

押
し
、
続
け
て
、
漁
港
法
そ
の
も
の
に
再
検
討
を
加
え
る
時
期
が
来
て
い
る
こ
と
や
法
的
な
整
備
も
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
質
問
を
終

え
た（112
）。

こ
の
日
、
楢
崎
は
計
画
を
用
意
し
て
い
た
が
、
実
際
に
は
計
画
通
り
に
進
め
ら
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、「
弾
力
的
な
運
営
」
の
た
め

に
国
会
承
認
を
必
要
と
し
な
い
漁
港
改
修
事
業
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
や
そ
の
期
間
、
予
算
額
等
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
ほ
か
、
こ
の
事
業

が
大
蔵
省
と
の
「
約
束
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
期
間
や
予
算
に
つ
い
て
法
的
根
拠
が
な
い
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
一
方
、
漁
港
法
の

改
正
が
必
要
な
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
楢
崎
の
指
摘
に
政
府
側
が
同
調
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

第
三
節

お

わ

り

に

こ
れ
ま
で
楢
崎
が
第
四
三
回
国
会
（
前
半
）
で
行
っ
た
九
回
の
質
問
を
検
討
し
て
き
た
。
全
体
と
し
て
漁
業
関
係
の
質
問
が
多
く
、
こ
れ
ら

の
質
問
は
、
沿
岸
漁
業
構
造
改
善
事
業
に
関
す
る
も
の
、
李
ラ
イ
ン
を
め
ぐ
る
損
害
賠
償
や
損
失
補
償
に
関
す
る
も
の
、
第
三
次
漁
港
整
備
計
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二
〇
三

二
〇
三

画
に
関
す
る
も
の
の
三
つ
に
大
別
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
沿
岸
漁
業
構
造
改
善
事
業
に
関
す
る
質
問
（（
一
）、（
二
））
で
は
、
楢
崎
は
計
画
を

作
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
楢
崎
の
質
問
に
よ
っ
て
沿
岸
漁
業
構
造
改
善
事
業
の
概
要
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
李
ラ
イ
ン
を
め
ぐ
る
損
害
賠

償
や
損
失
補
償
に
関
す
る
質
問
で
は
、
楢
崎
は
六
項
目
か
ら
な
る
計
画
を
作
っ
た
上
で
質
問
に
臨
ん
で
い
た
。
そ
し
て
初
回
の
質
問
（（
三
））

で
い
く
つ
か
の
項
目
に
つ
い
て
尋
ね
た
後
、
次
回
以
降
は
、
漁
業
関
係
者
へ
の
損
失
補
償
問
題
に
絞
っ
て
質
問
を
重
ね
た
（（
六
）、（
七
）、

（
八
））。
李
ラ
イ
ン
を
め
ぐ
っ
て
韓
国
側
に
拿
捕
さ
れ
、
損
失
を
受
け
た
漁
業
関
係
者
に
対
し
、
国
内
的
に
は
政
府
が
損
失
補
償
を
す
べ
き
で
は

な
い
か
と
い
う
楢
崎
の
主
張
に
政
府
側
が
同
調
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
過
程
で
日
韓
間
の
損
害
賠
償
請
求
交
渉
の
基
礎
と
な
る
損
害

額
の
積
算
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
第
三
次
漁
港
整
備
計
画
に
関
す
る
質
問
（（
九
））
で
は
、
楢
崎
は
計
画
を
作

成
し
て
い
た
も
の
の
、
漁
港
法
の
改
正
を
検
討
す
べ
き
と
い
う
楢
崎
の
指
摘
は
政
府
側
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
楢
崎
は
、
こ
れ
ま
で
に
引
き
続
き
板
付
に
関
す
る
質
問
（（
四
））
も
行
っ
て
い
た
。
楢
崎
は
拡
張
予
定
地
内
に
あ
る
県
道
の
補
修
工

事
の
実
態
が
福
岡
県
の
申
し
入
れ
内
容
と
異
な
っ
て
い
る
と
厳
し
く
追
及
し
た
。
政
府
側
は
こ
れ
を
否
定
し
た
が
、
当
事
者
を
参
考
人
と
し
て

呼
ぶ
喚
問
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
方
で
、
楢
崎
は
板
付
の
国
際
空
港
化
に
つ
い
て
は
積
極
的
で
あ
り
、
事
前
に
計
画
を
作
成
し
て

い
た
。
そ
し
て
、
楢
崎
が
リ
ー
ド
す
る
形
で
政
府
側
か
ら
板
付
の
国
際
空
港
化
を
積
極
的
に
進
め
る
旨
の
答
弁
を
引
き
出
し
て
い
た
。
そ
の
他
、

計
画
は
作
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
同
和
地
区
の
実
態
調
査
に
つ
い
て
の
関
連
質
問
（（
五
））
も
行
っ
て
い
た
。
楢
崎
は
第
四
三
回
国
会
の
後
半

で
も
こ
れ
ら
の
問
題
を
引
き
続
き
追
及
し
て
お
り
、
次
の
機
会
に
検
証
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
1
）
拙
稿
「
一
九
六
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
楢
崎
弥
之
助
の
国
会
質
問
（
一
）│
│
第
三
八
回
国
会
を
対
象
と
し
て
」、『
修
道
法
学
』
第
四
三
巻
第
二
号

（
二
〇
二
一
年
二
月
）、
三
七
〇-

三
九
二
頁
。
拙
稿
「
一
九
六
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
楢
崎
弥
之
助
の
国
会
質
問
（
二
）│
│
第
三
九
回
、
第
四
〇
回
国
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一
九
六
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
楢
崎
弥
之
助
の
国
会
質
問
（
四
）（
篠
原
） 

 

（
　
　
　
）

二
〇
二

二
〇
二

会
を
対
象
と
し
て
」、『
修
道
法
学
』
第
四
四
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）、
四
四
一-

四
七
八
頁
。
拙
稿
「
一
九
六
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
楢
崎
弥

之
助
の
国
会
質
問
（
三
）│
│
第
四
〇
回
、
第
四
一
回
国
会
を
対
象
と
し
て
」、『
修
道
法
学
』
第
四
四
巻
第
二
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）、
二
〇
三-

二

三
○
頁
。

（
2
）
楢
崎
は
、
第
四
二
回
国
会
（
臨
時
会
、
一
九
六
二
年
一
二
月
八
日-

二
三
日
）
で
は
質
問
や
発
言
を
し
て
い
な
い
。

（
3
）
こ
れ
に
関
し
て
楢
崎
氏
の
ご
遺
族
か
ら
ご
了
承
を
頂
き
ま
し
た
。
記
し
て
ご
遺
族
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
4
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
七
号
、
一
頁
。

（
5
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
七
号
、
一
頁
。

（
6
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
七
号
、
一
頁
。

（
7
）
社
会
党
は
、
こ
の
沿
岸
漁
業
構
造
改
善
事
業
を
政
府
が
零
細
な
兼
業
漁
民
の
〝
大
量
追
放
〞
を
ね
ら
っ
た
も
の
と
し
て
反
対
す
る
基
本
方
針
を
発
表

し
て
い
た
（『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
三
年
二
月
九
日
朝
刊
二
面
）。

（
8
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
七
号
、
三
頁
。

（
9
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
七
号
、
三
頁
。

（
10
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
七
号
、
四
頁
。

（
11
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
七
号
、
四
頁
。

（
12
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
七
号
、
四
頁
。

（
13
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
七
号
、
四
頁
。

（
14
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
七
号
、
四
頁
。

（
15
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
七
号
、
五
頁
。

（
16
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
八
号
、
一
頁
。

（
17
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
八
号
、
一-

二
頁
。

（
18
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
八
号
、
二
頁
。

（
19
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
八
号
、
二
頁
。
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二
〇
一

二
〇
一

（
20
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
八
号
、
三
頁
。

（
21
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
八
号
、
三
頁
。

（
22
）
楢
崎
ノ
ー
ト
（
一
九
六
二-

一
）、
二
二-

二
三
面
。

（
23
）
楢
崎
は
こ
れ
以
前
に
も
李
ラ
イ
ン
を
め
ぐ
る
質
問
を
二
回
行
っ
て
い
た
（
第
四
〇
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
一
六
号
、
八
頁
、
第
四
一
回

国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
五
号
、
三
〇
頁
）。

（
24
）
楢
崎
は
、
安
全
操
業
問
題
の
計
画
に
関
し
て
、
以
下
の
新
聞
記
事
を
参
考
に
し
て
い
た
（
楢
崎
ノ
ー
ト
（
一
九
六
二-

一
）、
二
四-

二
七
面
）。「
漁

業
制
約
の
恐
れ
│
│
国
防
ラ
イ
ン

政
府
、
認
め
ぬ
方
針
」（『
毎
日
新
聞
』
一
九
六
二
年
一
二
月
七
日
朝
刊
一
面
）、「
新
ラ
イ
ン
は
必
要
│
│
朴
議
長
、

質
問
書
に
回
答

竹
島
、
正
常
化
後
に
解
決
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
六
二
年
一
二
月
一
三
日
朝
刊
一
面
）、「
日
韓
の
焦
点
・
漁
業
問
題
に
│
│
規
制
区

域
の
め
ぬ

日
本
側
態
度
〝
一
二
カ
イ
リ
〞
認
め
て
も
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
六
二
年
一
二
月
一
九
日
朝
刊
一
面
）、「
最
長
距
離
四
〇
カ
イ
リ
か
│
│

そ
の
外
側
に
特
別
禁
止
水
域
も

韓
国
の
漁
業
ラ
イ
ン
案
」（『
毎
日
新
聞
』
一
九
六
三
年
一
月
二
一
日
朝
刊
一
面
）。

（
25
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
録
第
八
号
、
二
八
頁
。

（
26
）
一
九
六
二
年
九
月
二
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
、
戸
叶
里
子
委
員
（
社
会
党
）
が
日
韓
漁
業
交
渉
に
関
連
し
て
、「
…
竹
島
の
解
決
と
い
う
こ
と

は
、
一
体
、
日
本
が
国
際
司
法
裁
判
所
に
提
訴
し
た
場
合
に
、
そ
れ
に
対
し
て
韓
国
が
応
訴
す
る
と
い
う
こ
と
が
解
決
と
い
う
ふ
う
に
み
な
し
て
お
ら

れ
る
の
か
、
そ
う
で
な
く
し
て
、
竹
島
は
日
本
の
領
有
の
も
の
で
あ
る
、
日
本
に
領
有
権
が
確
認
さ
れ
た
と
き
に
初
め
て
こ
の
交
渉
が
妥
結
す
る
と
い

う
ふ
う
に
私
た
ち
は
と
っ
て
い
い
の
か
…
」
と
質
問
し
た
。
大
平
正
芳
外
務
大
臣
は
「
予
算
委
員
会
で
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
こ
ち
ら
は
提
訴
し
、
先

方
が
応
訴
す
る
と
い
う
状
態
に
な
れ
ば
、
一
応
の
解
決
と
い
う
よ
う
に
私
ど
も
は
と
っ
て
お
る
わ
け
で
す
」
と
答
弁
し
て
い
た
（
第
四
一
回
国
会
衆
議

院
外
務
委
員
会
議
録
第
五
号
、
一
五
頁
）。
こ
の
外
務
委
員
会
に
楢
崎
も
出
席
し
て
い
た
。

（
27
）
楢
崎
は
こ
れ
以
前
の
一
九
六
二
年
九
月
二
日
に
外
務
委
員
会
で
、
今
後
結
ば
れ
る
可
能
性
が
あ
る
日
韓
漁
業
協
定
に
つ
い
て
質
問
し
、
伊
関
佑
二
郎

外
務
省
ア
ジ
ア
局
長
か
ら
、
こ
の
協
定
が
国
会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
「
条
約
」
の
形
式
を
考
え
て
い
る
と
い
う
答
弁
を
得
て
い
た
（
第
四
一
回
国
会

衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
五
号
、
三
〇
頁
）。

（
28
）
楢
崎
は
、
自
主
規
制
問
題
の
計
画
に
関
し
て
、
以
下
の
新
聞
記
事
を
参
考
に
し
て
い
た
（
楢
崎
ノ
ー
ト
（
一
九
六
二-

一
）、
二
四-

二
七
面
）。「
日

韓
の
焦
点
・
漁
業
問
題
に
│
│
規
制
区
域
の
め
ぬ

日
本
側
態
度
〝
一
二
カ
イ
リ
〞
認
め
て
も
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
六
二
年
一
二
月
一
九
日
朝
刊
一
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（
　
　
　
）

二
〇
〇

二
〇
〇

面
）、「
漁
業
問
題
で
も
難
航
必
至
│
│
日
韓
交
渉
あ
す
本
格
審
議
再
開
」（『
毎
日
新
聞
』
一
九
六
三
年
一
月
二
二
日
朝
刊
一
面
）、「
社
説

日
米
加
漁

業
委
開
催
に
際
し
て
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
六
三
年
二
月
五
日
朝
刊
一
面
）。

（
29
）
一
九
六
三
年
二
月
二
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
大
平
外
務
大
臣
は
自
主
規
制
に
つ
い
て
、「
問
題
は
一
切
の
専
門
的
な
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

今
専
門
家
の
間
で
討
議
が
行
な
わ
れ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
資
源
論
か
ら
立
脚
し
て
ど
の
よ
う
な
魚
獲
の
方
法
を
と
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ

と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
議
論
が
あ
り
得
る
こ
と
だ
ろ
う
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
」
と
答
弁
し
て
い
た
（
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
録
第

八
号
、
二
九
頁
）。

（
30
）
一
九
六
三
年
二
月
二
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
大
平
外
務
大
臣
は
韓
国
へ
の
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
「
こ
れ
か
ら
本
格
的
に
漁
業
の
討
議
に
入

る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
が
申
し
上
げ
ら
れ
る
限
度
は
、
漁
業
交
渉
の
一
環
と
し
て
処
理
す
る
つ
も
り
で
ご
ざ
い
ま
す
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

し
て
、
ど
の
よ
う
に
主
張
を
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
の
段
階
に
お
き
ま
し
て
は
申
し
上
げ
ら
れ
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
答
弁
し
て
い

た
（
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
録
第
五
号
、
二
〇
頁
）。

（
31
）
一
九
六
二
年
九
月
二
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
、
拿
捕
さ
れ
た
船
舶
の
賠
償
請
求
に
つ
い
て
質
問
し
た
戸
叶
里
子
委
員
に
対
し
、
大
平
外
務
大
臣

は
「
そ
の
請
求
権
問
題
と
い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
た
く
さ
ん
の
問
題
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
戸
叶
委
員
が
御
指
摘
に
な
っ
た
よ
う
な
こ
と
も
、
そ
の
請

求
権
問
題
の
中
の
一
つ
だ
と
思
う
の
で
す
」
と
答
弁
し
て
い
た
（
第
四
一
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
五
号
、
一
二
頁
）。

（
32
）
韓
国
と
の
請
求
権
問
題
は
一
九
六
二
年
の
年
末
に
、
無
償
三
億
ド
ル
、
有
償
二
億
ド
ル
、
民
間
借
款
一
億
ド
ル
の
経
済
協
力
で
お
お
む
ね
合
意
し
た

と
報
道
さ
れ
て
い
た
（『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
二
年
一
二
月
二
七
日
夕
刊
一
面
、『
毎
日
新
聞
』
一
九
六
二
年
一
二
月
二
九
日
夕
刊
一
面
、『
読
売
新
聞
』

一
九
六
二
年
一
二
月
二
六
日
夕
刊
一
面
）。

（
33
）
一
九
六
三
年
二
月
二
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
大
平
外
務
大
臣
は
損
害
額
に
つ
い
て
、「
今
の
問
題
、
幾
ら
ぐ
ら
い
の
金
額
に
な
る
か
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
る
と
、
事
実
百
七
十
一
隻
の
漁
船
の
評
価
と
い
う
こ
と
は
、
正
確
に
、
慎
重
に
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
性
質
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、

大
ま
か
に
幾
ら
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
た
だ
い
ま
お
答
え
は
で
き
る
段
階
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
答
弁
し
て
い
た
（
第
四
三
回
国
会
衆
議
院

予
算
委
員
会
議
録
第
八
号
、
二
一
頁
）。

（
34
）
一
九
六
二
年
九
月
二
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
、
戸
叶
里
子
委
員
が
、
こ
れ
ま
で
に
被
っ
た
損
害
は
ど
の
く
ら
い
な
の
か
を
質
問
し
た
と
こ
ろ
、

伊
東
正
義
水
産
庁
長
官
は
、
漁
船
に
か
け
ら
れ
て
い
る
保
険
金
額
を
基
に
概
算
す
る
と
「
…
十
五
、
六
億
前
後
が
船
そ
の
も
の
の
被
害
で
は
な
か
ろ
う
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一
九
九

一
九
九

か
と
い
う
ふ
う
に
推
定
い
た
し
て
お
り
ま
す
」
と
答
弁
し
て
い
た
（
第
四
一
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
五
号
、
一
〇
頁
）。

（
35
）
こ
う
し
た
損
害
賠
償
に
つ
い
て
、
楢
崎
は
、
加
藤
一
郎
『
不
法
行
為
法
の
研
究
』
有
斐
閣
、
一
九
六
一
年
、
一
一
一-

一
四
五
頁
を
参
考
に
し
て
い

た
（
楢
崎
ノ
ー
ト
（
一
九
六
二-

一
）、
三
一
面
）。
同
書
で
は
、
ビ
キ
ニ
環
礁
で
の
水
爆
実
験
で
被
害
を
受
け
た
第
五
福
竜
丸
を
例
と
し
て
損
害
賠
償

を
検
討
し
て
お
り
、
楢
崎
は
こ
れ
を
李
ラ
イ
ン
で
の
拿
捕
漁
船
に
当
て
は
め
て
考
察
し
て
い
た
。
楢
崎
は
、
同
書
を
一
九
六
二
年
二
月
二
四
日
の
予
算

委
員
会
第
一
分
科
会
に
お
け
る
質
問
の
際
に
も
参
照
し
て
い
た
。

（
36
）
船
籍
が
日
本
以
外
の
国
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
の
こ
と
で
あ
り
、
戦
前
は
朝
鮮
に
船
籍
が
あ
っ
た
置
籍
船
の
返
還
が
日
韓
間
の
問
題
に
な
っ
て
い

た
（『
読
売
新
聞
』
一
九
六
〇
年
一
一
月
一
九
日
朝
刊
二
面
、『
毎
日
新
聞
』
一
九
六
一
年
一
一
月
一
四
日
朝
刊
一
面
）。

（
37
）
楢
崎
は
、
一
括
解
決
問
題
の
計
画
に
関
し
て
、
以
下
の
新
聞
記
事
を
参
考
に
し
て
い
た
（
楢
崎
ノ
ー
ト
（
一
九
六
二-

一
）、
二
四-

二
七
面
）。「
池

田
首
相
問
題
点
に
答
え
る

日
韓
漁
業
問
題
譲
ら
ぬ
」（『
毎
日
新
聞
』
一
九
六
三
年
一
月
一
八
日
朝
刊
一
面
）。

（
38
）
一
九
五
三
年
二
月
一
日
に
韓
国
（
京
城
）
で
李
承
晩
大
統
領
と
会
談
し
た
日
本
の
水
産
界
の
代
表
団
が
、
韓
国
側
に
基
幹
水
産
業
今
後
の
発
展
の
た

め
に
技
術
や
資
材
の
提
供
を
申
入
れ
、「
お
そ
ら
く
は
日
韓
合
弁
漁
業
会
社
の
設
立
問
題
も
提
示
し
た
の
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
」
と
報
道
さ
れ
て

い
た
（『
毎
日
新
聞
』
一
九
六
五
三
年
二
月
二
日
朝
刊
二
面
）。

（
39
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
二
号
、
一
一
頁
。

（
40
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
二
号
、
一
一
頁
。

（
41
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
二
号
、
一
二
頁
。

（
42
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
二
号
、
一
二
頁
。

（
43
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
二
号
、
一
二
頁
。

（
44
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
二
号
、
一
二
頁
。

（
45
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
二
号
、
一
三
頁
。

（
46
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
二
号
、
一
三
頁
。

（
47
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
二
号
、
一
三
頁
。

（
48
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
二
号
、
一
三
頁
。
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（
　
　
　
）

一
九
八

一
九
八

（
49
）
楢
崎
ノ
ー
ト
（
一
九
六
二-

一
）、
七
面
。

（
50
）
第
四
〇
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
四
分
科
会
議
録
第
三
号
、
二
一
頁
。

（
51
）
阿
部
市
長
に
よ
る
要
望
書
（「
福
岡
空
港
の
国
際
空
港
整
備
に
関
す
る
件
」（
昭
和
三
七
年
五
月
一
八
日
））
と
在
日
米
軍
か
ら
の
返
信
（「
在
日
米
軍

か
ら
の
福
岡
市
長
宛
回
答
」（
昭
和
三
七
年
六
月
七
日
））
の
全
文
は
、
板
付
基
地
移
転
促
進
協
議
会
『
板
付
基
地
問
題
資
料
集
（
下
）』
板
付
基
地
移

転
促
進
協
議
会
、
一
九
六
七
年
、
三
〇
四-

三
〇
七
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
52
）
空
港
整
備
法
第
六
条
に
よ
り
、
主
要
な
国
内
航
空
路
線
に
必
要
な
飛
行
場
で
あ
る
第
二
種
空
港
の
場
合
は
、
工
事
費
用
の
う
ち
、
国
が
三
分
の
二
を
、

当
該
空
港
の
存
す
る
都
道
府
県
が
そ
の
三
分
の
一
を
そ
れ
ぞ
れ
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

（
53
）
一
九
六
二
年
九
月
四
日
、
社
会
党
は
、
日
本
の
核
武
装
に
つ
な
が
る
と
し
て
、
ナ
イ
キ
・
ア
ジ
ャ
ッ
ク
ス
の
導
入
に
反
対
で
あ
る
こ
と
を
政
府
に
申

し
入
れ
て
い
た
（『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
二
年
九
月
五
日
朝
刊
二
面
）。

（
54
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
録
第
八
号
、
一
七
頁
。
な
お
、
横
路
の
質
問
よ
り
前
の
一
九
六
一
年
七
月
七
日
に
自
衛
隊
巡
視
の
た
め
に
福

岡
を
訪
れ
た
西
村
直
己
防
衛
庁
長
官
（
当
時
）
は
、
ナ
イ
キ
を
北
九
州
地
区
に
お
く
構
想
を
持
っ
て
い
る
と
発
言
し
て
い
る
（『
朝
日
新
聞
』
一
九
六

一
年
七
月
八
日
朝
刊
二
面
）。

（
55
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
議
録
第
三
号
、
一
頁
。

（
56
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
議
録
第
三
号
、
二
頁
。

（
57
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
議
録
第
三
号
、
二
頁
。

（
58
）
第
四
〇
回
国
会
衆
議
院
内
閣
委
員
会
議
録
第
一
一
号
、
八-
一
六
頁
。
第
四
〇
回
国
会
衆
議
院
内
閣
委
員
会
議
録
第
一
五
号
、
一
二-

一
七
頁
。

（
59
）
県
道
を
め
ぐ
る
経
緯
は
以
下
を
参
照
し
た
。
福
岡
県
平
和
委
員
会
『
消
え
た
県
道
│
│
板
付
拡
張
の
謀
略
』
福
岡
県
平
和
委
員
会
、
一
九
六
三
年
三

月
一
五
日
、
二-

一
七
頁
。
板
付
基
地
移
転
促
進
協
議
会
『
板
付
基
地
問
題
宣
言
・
決
議
集
』
板
付
基
地
移
転
促
進
協
議
会
、
一
九
六
五
年
、
七
頁
。
板

付
基
地
移
転
促
進
協
議
会
『
板
付
基
地
問
題
資
料
集
（
下
）』
板
付
基
地
移
転
促
進
協
議
会
、
一
九
六
七
年
、
四
九
二-

四
九
三
頁
。
こ
の
う
ち
、
一
九

六
三
年
一
月
一
七
日
に
福
岡
県
が
防
衛
施
設
局
を
通
じ
て
米
軍
に
県
道
を
補
修
す
る
よ
う
に
申
し
入
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
楢
崎
の
質
問
と
林
一
夫

政
府
委
員
の
答
弁
に
依
拠
し
て
い
る
（
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
議
録
第
三
号
、
二
頁
）。
一
方
、
福
岡
県
平
和
委
員
会
『
消

え
た
県
道
』
で
は
、
一
月
一
七
日
に
防
衛
施
設
局
が
福
岡
県
に
ケ
ー
ブ
ル
埋
設
工
事
の
許
可
を
申
請
し
、
翌
一
八
日
に
福
岡
県
が
こ
れ
を
条
件
付
き
で
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許
可
し
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
一
二
頁
）。

（
60
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
議
録
第
三
号
、
二
頁
。

（
61
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
議
録
第
三
号
、
二
頁
。

（
62
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
議
録
第
三
号
、
二
頁
。

（
63
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
議
録
第
三
号
、
二
頁
。

（
64
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
議
録
第
三
号
、
三
頁
。

（
65
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
議
録
第
三
号
、
三
頁
。

（
66
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
議
録
第
三
号
、
四
頁
。

（
67
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
議
録
第
三
号
、
四-

五
頁
。

（
68
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
議
録
第
三
号
、
五
頁
。

（
69
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
議
録
第
三
号
、
五
頁
。

（
70
）
翌
日
の
新
聞
に
は
、
楢
崎
の
質
問
に
答
え
る
形
で
、
今
井
航
空
局
長
が
こ
れ
ま
で
の
〝
検
討
中
〞
と
い
う
態
度
か
ら
板
付
の
国
際
空
港
化
に
踏
切
る

方
針
を
明
ら
か
に
し
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
（『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
三
年
二
月
二
〇
日
朝
刊
二
面
）。

（
71
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
議
録
第
三
号
、
六
頁
。

（
72
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
議
録
第
三
号
、
六
頁
。

（
73
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
議
録
第
三
号
、
六
頁
。

（
74
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
議
録
第
三
号
、
六
頁
。

（
75
）
楢
崎
の
地
元
で
あ
る
福
岡
県
で
は
、
こ
の
日
の
質
問
の
う
ち
、
ナ
イ
キ
の
北
九
州
へ
の
配
備
と
板
付
の
国
際
空
港
化
に
つ
い
て
は
報
道
さ
れ
た
が
、

板
付
の
県
道
問
題
に
つ
い
て
は
報
道
さ
れ
な
か
っ
た
（『
西
日
本
新
聞
』
一
九
六
三
年
二
月
一
九
日
夕
刊
一
面
）。

（
76
）
一
回
目
は
、
一
九
六
二
年
二
月
二
八
日
の
社
会
労
働
委
員
会
で
の
質
問
で
あ
る
（
第
四
〇
回
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
議
録
第
一
一
号
、
一
四-

一

五
頁
）。

（
77
）
田
中
は
前
者
に
つ
い
て
、
予
算
要
求
額
は
約
二
八
億
円
だ
っ
た
が
、
実
際
に
は
一
四
億
八
三
三
四
万
七
千
円
に
減
額
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
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一
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六

い
た
。
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
も
そ
の
原
因
は
予
算
の
不
足
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
た
（
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
議
録
第
一
二
号
、

七-

八
頁
）。

（
78
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
議
録
第
一
二
号
、
九
頁
。

（
79
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
議
録
第
一
二
号
、
九
頁
。

（
80
）
こ
の
調
査
の
実
施
方
法
は
、
一
九
六
二
年
七
月
三
〇
日
の
同
和
対
策
審
議
会
で
決
定
さ
れ
、
全
国
の
市
町
村
に
委
託
し
て
同
和
地
区
の
実
態
を
把
握

す
る
基
礎
的
な
調
査
と
主
要
地
区
を
対
象
と
し
た
専
門
研
究
者
に
よ
る
精
密
調
査
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（『
毎
日
新
聞
』
一
九
六
二
年
七
月
三

一
日
朝
刊
一
面
）。
ま
た
、
一
九
六
三
年
一
月
二
四
日
に
は
、
こ
の
調
査
で
得
ら
れ
る
結
果
を
各
分
野
で
審
議
す
る
た
め
に
、
同
和
対
策
審
議
会
に
、
教

育
、
環
境
改
善
、
産
業
職
業
の
三
部
会
を
新
設
す
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
た
（『
読
売
新
聞
』
一
九
六
三
年
一
月
二
五
日
朝
刊
二
面
）。

（
81
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
議
録
第
一
二
号
、
九
頁
。

（
82
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
議
録
第
一
二
号
、
九
頁
。

（
83
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
議
録
第
一
二
号
、
九
頁

（
84
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
議
録
第
一
二
号
、
九
頁

（
85
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
二
分
科
会
議
録
第
九
号
、
一
一
頁
。

（
86
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
二
分
科
会
議
録
第
九
号
、
一
一
頁
。

（
87
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
二
分
科
会
議
録
第
九
号
、
一
二
頁
。

（
88
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
二
分
科
会
議
録
第
九
号
、
一
二
頁
。

（
89
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
二
分
科
会
議
録
第
九
号
、
一
三
頁
。

（
90
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
一
一
号
、
一
二
頁
。

（
91
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
一
一
号
、
一
二-
一
三
頁
。

（
92
）
一
八
八
二
年
に
設
立
さ
れ
た
水
産
業
の
業
界
団
体
で
あ
り
、
水
産
業
界
の
意
見
を
国
の
施
策
に
反
映
さ
せ
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
（https: /

/

suisankai.or.jp
/

）。

（
93
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
一
一
号
、
一
三
頁
。
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（
94
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
一
一
号
、
一
三
頁
。

（
95
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
一
一
号
、
一
四
頁
。

（
96
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
一
二
号
、
三
頁
。

（
97
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
一
二
号
、
三
頁
。

（
98
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
一
二
号
、
四
頁
。

（
99
）
第
四
一
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
五
号
、
一
〇
頁
。
答
弁
の
内
容
は
脚
注
三
四
を
参
照
。

（
100
）
楢
崎
ノ
ー
ト
（
一
九
六
二-

一
）、
二
一
面
。

（
101
）
当
時
の
漁
港
法
第
一
七
条
に
よ
り
、
漁
港
整
備
計
画
に
は
国
会
の
承
認
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
現
在
で
は
、
漁
港
漁
場
法
第
六
条
で
漁
港
漁
場
整

備
長
期
計
画
の
閣
議
決
定
後
の
公
表
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
国
会
の
承
認
は
必
要
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

（
102
）
石
野
信
一
政
府
委
員
（
大
蔵
省
主
計
局
長
）
は
、
漁
港
改
修
事
業
の
新
設
は
、
事
業
実
施
の
重
点
化
と
効
率
化
を
図
る
た
め
と
説
明
し
て
い
た
（
第

四
三
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
録
第
一
号
、
八
頁
）。

（
103
）
第
三
次
漁
港
整
備
計
画
（
案
）
が
昭
和
四
五
年
度
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
新
聞
で
も
報
道
さ
れ
て
い
た
（『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
三

年
一
月
三
一
日
朝
刊
二
面
）。

（
104
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
一
三
号
、
一-

二
頁
。

（
105
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
一
三
号
、
二
頁
。

（
106
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
一
三
号
、
四
頁
。

（
107
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
一
三
号
、
四
頁
。

（
108
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
一
三
号
、
四
頁
。

（
109
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
一
三
号
、
五
頁
。

（
110
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
一
三
号
、
五
頁
。

（
111
）
当
時
の
漁
港
法
で
は
、
漁
港
整
備
計
画
に
は
漁
港
審
議
会
の
意
見
を
徴
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
（
漁
港
法
第
一
七
条
）。

（
112
）
第
四
三
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
録
第
一
三
号
、
六
頁
。
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